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⑴
　
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題

武
力
衝
突
の
危
険
性
を
は
ら
む
尖
閣
諸
島

台
湾
と
中
国
が
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
領
有
権
を
主
張
し
始
め
た

の
は
一
九
七
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
が
国
際
法
上
の
争
い

が
発
生
し
た
こ
と
を
決
定
す
る
日
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ー
ト
（
１
）
）

と
な
る
。
尖
閣
問
題
が
紛
争
化
し
た
の
は
一
九
六
八
年
、
国
連
ア

ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
：E

conom
ic C

om
m

ission 
for A

sia and the F
ar E

ast

）
の
尖
閣
周
辺
に
石
油
及
び
天
然

ガ
ス
田
等
の
埋
蔵
海
底
資
源
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
調
査

結
果
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
尖
閣
諸
島
周
辺
、
領
海
外

側
（
二
〇
〇
海
里
の
排
他
的
経
済
水
域
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に
あ
る
接
続

水
域
を
台
湾
漁
船
や
中
国
海
警
局
の
船
が
連
日
航
行
し
て
い
る
の

が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
東
シ
ナ
海
の

尖
閣
諸
島
北
方
で
中
国
漁
船
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
へ
の
衝
突

事
件
が
発
生
す
る
。
こ
の
中
国
漁
船
は
拿
捕
さ
れ
、
船
長
が
公
務

執
行
妨
害
で
逮
捕
さ
れ
る
。
こ
こ
で
尖
閣
問
題
は
領
海
紛
争
問
題

か
ら
係
争
事
件
に
転
化
す
る
。
中
国
漁
船
「
閩び
ん

晋
漁
５
１
７
９
」

が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
「
よ
な
く
に
」
と
「
み
ず
き
」
に
体
当

た
り
し
、
船
長
と
船
員
一
四
人
は
船
体
ご
と
石
垣
島
に
連
行
さ
れ

船
長
が
拘
留
さ
れ
る
（
３
）
。
と
こ
ろ
が
、
那
覇
地
方
検
察
庁
は
処
分
保

尖
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ア
メ
リ
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政
策
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三
二

込
む
以
上
は
都
が
購
入
し
て
「
実
効
支
配
を
強
化
」
す
べ
き
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

次
い
で
、
二
〇
一
二
年
九
月
、
野
田
政
権
に
よ
る
尖
閣
諸
島
国

有
化
の
決
定
は
、
中
国
に
お
い
て
反
日
デ
モ
を
引
き
起
こ
し
、
多

く
の
日
系
企
業
が
焼
き
討
ち
に
あ
う
と
い
う
事
態
が
頻
発
す
る
。

東
京
都
に
よ
る
「
買
上
げ
」
に
し
ろ
、
ま
た
野
田
政
権
の
「
国
有

化
」
に
し
ろ
、
そ
の
概
念
に
は
日
本
と
中
国
で
は
受
け
取
り
方
に

双
方
で
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。「
国
有
化
」
と
い
う
言
葉
は
、

日
本
で
は
所
有
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
の
に
対
し
て
中
国

の
場
合
、
対
外
的
な
概
念
で
あ
り
、
国
有
化
で
実
効
支
配
を
強
化

す
る
と
い
う
姿
勢
が
伝
わ
り
、
予
想
以
上
に
中
国
の
反
発
を
買
う

こ
と
に
な
っ
た
（
５
）
。

尖
閣
諸
島
の
地
理
範
囲

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和

条
約
第
三
条
で
尖
閣
諸
島
を
含
む
南
西
諸
島
を
一
部
と
し
て
沖
縄

を
施
政
権
下
に
置
い
た
。
一
九
七
二
年
、
沖
縄
の
返
還
に
伴
っ
て

尖
閣
は
、
沖
縄
本
島
と
と
も
に
防
衛
区
域
に
含
め
ら
れ
、
尖
閣
諸

島
が
日
本
の
領
土
領
海
で
あ
る
こ
と
は
全
く
疑
い
の
な
い
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
た
。
沖
縄
を
統
治
し
て
い
た
琉
球
列
島
米
国
民
政

府
は
一
九
五
三
年
、
布
告
二
七
号
（C

ivil A
dm

inistration 

留
措
置
を
と
り
、
船
長
を
残
し
船
員
全
員
を
帰
国
さ
せ
る
。
後
に
、

事
件
処
理
の
不
手
際
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
４
）
。
当
時
、
民
主
党

代
表
選
挙
の
最
中
で
、
選
挙
戦
が
後
半
に
入
り
、
激
し
さ
を
増
し

て
い
た
。
仙
谷
官
房
長
官
が
中
国
側
に
配
慮
し
て
穏
便
な
方
針
を

と
ろ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
岡
田
外
務
大
臣
と
前
原
国
土
交
通
大

臣
は
法
に
基
づ
い
て
対
応
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
中

国
側
の
反
応
は
、
丹
羽
駐
中
国
大
使
を
外
務
省
に
呼
び
つ
け
「
日

本
側
に
よ
る
違
法
な
妨
害
行
為
を
停
止
す
る
よ
う
に
」
と
抗
議
し

た
。
ま
た
、
中
国
外
務
省
は
記
者
会
見
で
領
有
権
の
主
張
を
含
め
、

基
本
的
な
主
張
を
述
べ
て
い
る
が
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
す
ぐ
に
反
応

が
あ
ら
わ
れ
た
。
他
方
、
日
本
側
は
方
針
が
決
ま
る
ま
で
に
時
間

を
空
費
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
あ
た
か
も
日
本
の
海
上
保
安
庁

の
巡
視
船
が
中
国
漁
船
に
不
当
な
衝
突
を
し
た
か
の
よ
う
な
、
事

実
と
正
反
対
の
虚
構
が
早
い
段
階
で
つ
く
ら
れ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
突
如
と
し
て
問
題
の
重
大
な
焦
点
に
浮
上
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
東
京
都
に
よ
る
尖
閣
購
入
問
題
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
四
月
、
石
原
都
知
事
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
講
演
に
際

し
尖
閣
諸
島
の
う
ち
個
人
所
有
の
魚
釣
島
、
北
小
島
、
南
小
島
の

三
島
を
都
と
し
て
購
入
す
る
方
針
を
発
表
す
る
。
本
来
、
日
本
の

固
有
領
土
で
あ
る
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
、
政
府
が
不
作
為
を
決
め

）
一
四
一
（
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三
三

こ
こ
で
は
日
本
が
放
棄
す
べ
き
領
土
の
中
に
尖
閣
諸
島
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。

一
方
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
太
平
洋
戦
争
末
期
の
一
九
四
五
年
七

月
二
六
日
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
華
民
国
が
日
本
に
対
し

て
発
表
し
た
無
条
件
降
伏
の
勧
告
書
で
あ
る
。
そ
の
中
で
日
本
の

領
土
は
第
八
項
で
「『
カ
イ
ロ
』
宣
言
ノ
条
項
は
履
行
セ
ラ
ル
ヘ

ク
又
日
本
国
ノ
主
権
は
本
州
、
北
海
道
、
九
州
及
四
国
並
に
吾
等

ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島
二
局
限
セ
ラ
ル
ヘ
シ
（
９
）
」
と
言
及
し
て
い
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
も
尖
閣
諸
島
が
中
国
領
だ
と
も

日
本
領
だ
と
も
書
い
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
カ
イ
ロ
宣
言
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
（
10
）
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
本
の
国
境
問
題

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
は
朝
鮮
戦
争
中
の
一
九
五
一
年

九
月
三
日
に
締
結
さ
れ
た
。
中
華
民
国
（
台
湾
）
や
新
た
に
成
立

し
た
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）、
ま
た
、
ソ
連
は
対
日
講
和
会

議
に
は
参
加
す
る
が
、
そ
の
内
容
に
不
満
を
も
ち
調
印
を
拒
否
し

て
い
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
二
条
⒝
は
、「
日
本

国
は
、
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及

び
請
求
権
を
放
棄
す
る
」
と
し
た
。
第
三
条
は
尖
閣
諸
島
の
名
を

P
roclam

ation N
27

）
に
よ
っ
て
琉
球
列
島
の
地
理
的
境
界
を
定

め
て
い
る
（
６
）
。

そ
れ
に
よ
り
米
国
民
政
府
及
び
琉
球
政
府
は
、
北
緯
二
四
度
、

東
経
一
二
二
度
区
域
内
の
諸
島
、
小
島
、
環
礁
及
び
岩
礁
並
び
に

領
海
を
そ
の
管
轄
区
域
に
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
尖
閣
諸
島

は
入
っ
て
い
る
（
７
）
。

敗
戦
を
喫
し
た
日
本
は
、
連
合
国
側
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け

入
れ
た
。
こ
の
戦
後
処
理
に
関
わ
る
部
分
で
中
国
側
は
多
く
の
批

判
を
投
げ
か
け
、「
尖
閣
諸
島
は
カ
イ
ロ
宣
言
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

で
中
国
に
返
却
さ
れ
た
」
と
主
張
す
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
は
、
周
知
の
よ
う
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
の

一
九
四
三
年
一
一
月
二
二
日
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、

イ
ギ
リ
ス
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
、
中
華
民
国
国
民
政
府
蒋
介
石
が
エ

ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
行
っ
た
会
議
で
合
意
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ

の
関
連
部
分
に
は
領
土
不
拡
大
の
原
則
に
立
つ
も
の
の
、「
右
同

盟
国
の
目
的
は
日
本
国
よ
り
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
戦
争
の

開
始
以
後
に
於
い
て
日
本
国
の
奪
取
し
又
は
占
領
し
た
る
太
平
洋

に
お
け
る
一
切
の
島
嶼
を
剥
奪
す
る
こ
と
並
び
に
満
州
、
台
湾
、

澎
湖
諸
島
の
ご
と
き
日
本
国
が
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の

地
域
を
中
華
民
国
に
返
還
す
る
こ
と
に
在
り
（
８
）
」
と
あ
る
。
但
し
、

）
一
四
二
（
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三
三

こ
こ
で
は
日
本
が
放
棄
す
べ
き
領
土
の
中
に
尖
閣
諸
島
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。

一
方
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
太
平
洋
戦
争
末
期
の
一
九
四
五
年
七

月
二
六
日
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
華
民
国
が
日
本
に
対
し

て
発
表
し
た
無
条
件
降
伏
の
勧
告
書
で
あ
る
。
そ
の
中
で
日
本
の

領
土
は
第
八
項
で
「『
カ
イ
ロ
』
宣
言
ノ
条
項
は
履
行
セ
ラ
ル
ヘ

ク
又
日
本
国
ノ
主
権
は
本
州
、
北
海
道
、
九
州
及
四
国
並
に
吾
等

ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島
二
局
限
セ
ラ
ル
ヘ
シ
（
９
）
」
と
言
及
し
て
い
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
も
尖
閣
諸
島
が
中
国
領
だ
と
も

日
本
領
だ
と
も
書
い
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
カ
イ
ロ
宣
言
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
（
10
）
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
本
の
国
境
問
題

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
は
朝
鮮
戦
争
中
の
一
九
五
一
年

九
月
三
日
に
締
結
さ
れ
た
。
中
華
民
国
（
台
湾
）
や
新
た
に
成
立

し
た
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）、
ま
た
、
ソ
連
は
対
日
講
和
会

議
に
は
参
加
す
る
が
、
そ
の
内
容
に
不
満
を
も
ち
調
印
を
拒
否
し

て
い
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
二
条
⒝
は
、「
日
本

国
は
、
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及

び
請
求
権
を
放
棄
す
る
」
と
し
た
。
第
三
条
は
尖
閣
諸
島
の
名
を

P
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）
に
よ
っ
て
琉
球
列
島
の
地
理
的
境
界
を
定

め
て
い
る
（
６
）
。

そ
れ
に
よ
り
米
国
民
政
府
及
び
琉
球
政
府
は
、
北
緯
二
四
度
、

東
経
一
二
二
度
区
域
内
の
諸
島
、
小
島
、
環
礁
及
び
岩
礁
並
び
に

領
海
を
そ
の
管
轄
区
域
に
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
尖
閣
諸
島

は
入
っ
て
い
る
（
７
）
。

敗
戦
を
喫
し
た
日
本
は
、
連
合
国
側
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け

入
れ
た
。
こ
の
戦
後
処
理
に
関
わ
る
部
分
で
中
国
側
は
多
く
の
批

判
を
投
げ
か
け
、「
尖
閣
諸
島
は
カ
イ
ロ
宣
言
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

で
中
国
に
返
却
さ
れ
た
」
と
主
張
す
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
は
、
周
知
の
よ
う
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
の

一
九
四
三
年
一
一
月
二
二
日
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、

イ
ギ
リ
ス
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
、
中
華
民
国
国
民
政
府
蒋
介
石
が
エ

ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
行
っ
た
会
議
で
合
意
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ

の
関
連
部
分
に
は
領
土
不
拡
大
の
原
則
に
立
つ
も
の
の
、「
右
同

盟
国
の
目
的
は
日
本
国
よ
り
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
戦
争
の

開
始
以
後
に
於
い
て
日
本
国
の
奪
取
し
又
は
占
領
し
た
る
太
平
洋

に
お
け
る
一
切
の
島
嶼
を
剥
奪
す
る
こ
と
並
び
に
満
州
、
台
湾
、

澎
湖
諸
島
の
ご
と
き
日
本
国
が
清
国
人
よ
り
盗
取
し
た
る
一
切
の

地
域
を
中
華
民
国
に
返
還
す
る
こ
と
に
在
り
（
８
）
」
と
あ
る
。
但
し
、

）
一
四
二
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

三
四

約
と
ア
メ
リ
カ
の
立
場
あ
る
い
は
日
米
同
盟
に
お
け
る
日
本
の
立

場
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
選
択
を
せ
ま
ら
れ
る

問
題
に
な
っ
た
。

日
米
安
保
条
約
と
尖
閣
問
題

日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
一
九
五
一
年
九
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
の
締
結
と
同
時
に
日
米
安
全
保
障
条
約
（
旧
安
保
条

約
）
を
締
結
し
、
一
九
六
〇
年
六
月
に
改
訂
延
長
さ
れ
た
。
正
式

名
称
を
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び

安
全
保
障
条
約
」
と
い
い
、
旧
安
保
条
約
と
比
べ
る
と
、
新
た
に

締
結
さ
れ
た
安
保
条
約
に
は
名
称
に
相
互
協
力
の
言
葉
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
四
八
年
六
月
、
米
国
議
会
上
院
で
バ
ン

デ
ン
バ
ー
グ
議
員
（A

rthur H
. V

andenberg

）
が
提
案
し
た
も

の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
結
ぶ
安
全
保
障
に
関
す
る
条
約
は
、
継

続
的
で
効
果
的
な
自
助
お
よ
び
相
互
援
助
を
条
件
と
す
る
、
と
い

う
決
議
（
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
案
）
で
あ
る
。
そ
の
背
景
要
因

に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
旧
安
保
条
約
が
在
日
米
軍
の
基
地
の
自
由

使
用
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
米
軍
に
日
本
を
守
る
義
務
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
余
り
に
露
骨
な
占
領
継
続
的
な
条
約
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
に
締
結
さ
れ
た
日
米
安
全
保
障
条
約
（
新
安
保
条

約
）
第
五
条
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
の
施
政
下
に
あ
る
領

あ
げ
て
い
な
い
が
、「
日
本
国
は
、
北
緯
二
九
度
以
南
の
南
西
諸

島
（
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
を
含
む
）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び

南
鳥
島
を
合
衆
国
を
唯
一
の
施
政
権
者
と
す
る
信
託
統
治
制
度
の

下
に
お
く
こ
と
と
す
る
国
際
連
合
に
対
す
る
合
衆
国
の
い
か
な
る

提
案
に
も
同
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ
且
つ
可
決
さ

れ
る
ま
で
、
合
衆
国
は
、
領
水
を
含
む
こ
れ
ら
諸
島
の
領
域
及
び

住
民
に
対
し
て
、
行
政
、
立
法
お
よ
び
司
法
上
の
権
力
を
有
す

る
（
11
）
」
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
も
尖
閣
諸
島
の
帰
属
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
述
の

米
国
民
政
府
布
令
や
一
九
四
六
年
の
米
海
軍
軍
政
府
の
布
告
に

よ
っ
て
尖
閣
諸
島
が
南
西
諸
島
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
中
華
人
民
共
和
国
政
府
、
中
華
民
国
政
府
、
両

中
国
政
府
に
対
す
る
配
慮
が
あ
り
、
冷
戦
期
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
が

反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ

リ
カ
自
身
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
板
挟
み
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
も
の
で
、
後
の
沖
縄
返
還
合
意
に
際
し
て
ア
メ
リ
カ
の
中
立
姿

勢
の
方
針
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
尖
閣

諸
島
に
対
す
る
政
策
は
日
中
間
、
と
り
わ
け
沖
縄
周
辺
に
係
争
地

が
あ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
の
た
め
の
米
軍
の
駐
留
が

正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
12
）
。
尖
閣
諸
島
は
日
米
安
保
条

）
一
四
四
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

三
五

連
す
る
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」
に
よ
っ
て
、
尖
閣
諸
島
が
日
本

へ
施
政
権
を
返
還
す
る
地
域
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
と

こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
日
本
、

中
華
民
国
（
台
湾
）、
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
両
中
国
間
の

対
立
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
は
当
事
国
間
で
平
和
裏
に
解
決
さ
れ

る
こ
と
を
望
む
と
だ
け
表
明
す
る
。
実
際
に
、
尖
閣
諸
島
の
領
有

権
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
中
立
姿
勢
は
、
返
還
交
渉
を
通
し
て
日

本
の
安
全
保
障
関
係
お
よ
び
日
米
同
盟
に
つ
い
て
多
く
の
疑
念
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
15
）
。
現
在
、
台
湾
及
び
中
国
両
政
府
は

七
〇
年
代
初
頭
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
占
有
宣
言
を
行

い
、
強
硬
な
姿
勢
を
貫
き
、
軍
事
衝
突
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
ま
ま

推
移
し
て
い
る
。
仮
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

が
日
本
に
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
立
場
と
政
策
を
明
確
に
し

て
い
れ
ば
、
少
な
く
と
も
両
中
国
政
府
は
早
々
に
諦
め
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
（
16
）
。
し
か
し
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
問
題
に
対
す
る
ア

メ
リ
カ
の
中
立
姿
勢
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
ま
ま
推
移
し
、
日
米

同
盟
関
係
に
お
い
て
も
日
本
の
安
全
保
障
政
策
あ
る
い
は
ア
メ
リ

カ
自
身
の
戦
略
的
な
曖
昧
性
を
も
生
じ
さ
せ
て
き
た
。

沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
構
想
さ
れ
る
の
は
一
九
五
八
年
初
頭
で
、

そ
こ
で
返
還
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
始
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
返

域
の
防
衛
支
援
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
尖
閣
諸
島
に
関
し
て

い
う
と
、
仮
に
尖
閣
諸
島
が
第
三
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
場
合
、
た

と
え
ア
メ
リ
カ
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
認
め
て
い
な
く
と
も
、
ア

メ
リ
カ
に
は
「
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
き
に
従
っ
て
共

通
の
危
険
に
対
処
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
」
義
務
が
生
じ
る
の
で

あ
る
（
13
）
。

そ
こ
で
、
新
安
保
条
約
は
第
五
条
「
共
同
防
衛
」
の
項
目
を
設

け
、
日
本
の
施
政
下
の
領
域
に
お
け
る
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
相
互
協
力
を
う
た
う
理
由
が

あ
る
。
し
か
し
、
第
五
条
は
ま
た
、
在
日
米
軍
が
日
本
を
防
衛
す

る
根
拠
だ
と
さ
れ
、
第
六
条
「
基
地
の
提
供
」
と
相
俟
っ
て
在
日

米
軍
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
デ
ィ
ー
ン
・
ア
チ
ソ
ン
（D

ean G
. A

chson

）
国
務
長

官
は
一
九
五
〇
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
に
お
け
る
安
全
保

障
ラ
イ
ン
を
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
か
ら
日
本
本
土
、
沖
縄
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
い
た
る
太
平
洋
全
域
に
わ
た
る
と
表
明
し
、
日
本
と
沖
縄

が
戦
略
上
重
要
な
拠
点
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
（
14
）
。
日
米
安
保
条

約
と
沖
縄
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
も
説
明
す
る
。

沖
縄
返
還
交
渉
と
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

ア
メ
リ
カ
政
府
は
一
九
七
一
年
の
沖
縄
返
還
協
定
と
そ
れ
に
関

）
一
四
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

三
五

連
す
る
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」
に
よ
っ
て
、
尖
閣
諸
島
が
日
本

へ
施
政
権
を
返
還
す
る
地
域
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
と

こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
日
本
、

中
華
民
国
（
台
湾
）、
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
両
中
国
間
の

対
立
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
は
当
事
国
間
で
平
和
裏
に
解
決
さ
れ

る
こ
と
を
望
む
と
だ
け
表
明
す
る
。
実
際
に
、
尖
閣
諸
島
の
領
有

権
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
中
立
姿
勢
は
、
返
還
交
渉
を
通
し
て
日

本
の
安
全
保
障
関
係
お
よ
び
日
米
同
盟
に
つ
い
て
多
く
の
疑
念
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
15
）
。
現
在
、
台
湾
及
び
中
国
両
政
府
は

七
〇
年
代
初
頭
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
占
有
宣
言
を
行

い
、
強
硬
な
姿
勢
を
貫
き
、
軍
事
衝
突
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
ま
ま

推
移
し
て
い
る
。
仮
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

が
日
本
に
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
立
場
と
政
策
を
明
確
に
し

て
い
れ
ば
、
少
な
く
と
も
両
中
国
政
府
は
早
々
に
諦
め
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
（
16
）
。
し
か
し
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
問
題
に
対
す
る
ア

メ
リ
カ
の
中
立
姿
勢
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
ま
ま
推
移
し
、
日
米

同
盟
関
係
に
お
い
て
も
日
本
の
安
全
保
障
政
策
あ
る
い
は
ア
メ
リ

カ
自
身
の
戦
略
的
な
曖
昧
性
を
も
生
じ
さ
せ
て
き
た
。

沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
構
想
さ
れ
る
の
は
一
九
五
八
年
初
頭
で
、

そ
こ
で
返
還
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
始
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
返

域
の
防
衛
支
援
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
尖
閣
諸
島
に
関
し
て

い
う
と
、
仮
に
尖
閣
諸
島
が
第
三
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
場
合
、
た

と
え
ア
メ
リ
カ
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
認
め
て
い
な
く
と
も
、
ア

メ
リ
カ
に
は
「
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
き
に
従
っ
て
共

通
の
危
険
に
対
処
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
」
義
務
が
生
じ
る
の
で

あ
る
（
13
）
。

そ
こ
で
、
新
安
保
条
約
は
第
五
条
「
共
同
防
衛
」
の
項
目
を
設

け
、
日
本
の
施
政
下
の
領
域
に
お
け
る
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
相
互
協
力
を
う
た
う
理
由
が

あ
る
。
し
か
し
、
第
五
条
は
ま
た
、
在
日
米
軍
が
日
本
を
防
衛
す

る
根
拠
だ
と
さ
れ
、
第
六
条
「
基
地
の
提
供
」
と
相
俟
っ
て
在
日

米
軍
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
デ
ィ
ー
ン
・
ア
チ
ソ
ン
（D

ean G
. A

chson
）
国
務
長

官
は
一
九
五
〇
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
に
お
け
る
安
全
保

障
ラ
イ
ン
を
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
か
ら
日
本
本
土
、
沖
縄
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
い
た
る
太
平
洋
全
域
に
わ
た
る
と
表
明
し
、
日
本
と
沖
縄

が
戦
略
上
重
要
な
拠
点
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
（
14
）
。
日
米
安
保
条

約
と
沖
縄
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
も
説
明
す
る
。

沖
縄
返
還
交
渉
と
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

ア
メ
リ
カ
政
府
は
一
九
七
一
年
の
沖
縄
返
還
協
定
と
そ
れ
に
関

）
一
四
二
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

三
六

は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た
「
琉

球
列
島
に
関
す
る
大
統
領
行
政
命
令
１
０
７
１
３
」（
一
九
五
七

年
六
月
五
日
）
第
八
項
を
一
部
修
正
す
る
法
的
措
置
に
も
と
づ
い

て
い
た
。
当
初
の
第
八
項
は
、
立
法
院
の
代
表
に
諮
っ
て
高
等
弁

務
官
が
任
命
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た
（
18
）
。

当
時
、
主
席
公
選
に
際
し
て
、
保
守
の
西
銘
順
治
候
補
と
革
新

の
屋
良
朝
苗
候
補
が
接
戦
を
演
じ
て
い
た
。
保
守
勢
力
の
敗
北
は
、

（
当
時
の
日
本
本
土
）
佐
藤
政
権
が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
恐
れ

が
あ
り
、
沖
縄
返
還
を
政
策
課
題
に
掲
げ
る
佐
藤
政
権
の
穏
便
な

返
還
方
針
と
日
米
安
保
体
制
が
野
党
側
か
ら
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
日
本
政
府
、
ア
メ
リ
カ
政
府
、

そ
し
て
琉
球
政
府
の
推
進
す
る
段
階
的
な
返
還
方
式
が
有
権
者
の

支
持
を
得
る
の
か
ど
う
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。
当
時
の
沖
縄
の
政

治
動
向
は
、
屋
良
候
補
の
支
持
拡
大
が
日
を
追
っ
て
勢
い
を
増
し
、

保
守
側
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
が
中
立
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
有

利
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
叙
述
目
的
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
沖

縄
統
治
・
政
策
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
及
び
沖
縄
統
治

に
お
け
る
沖
縄
の
法
的
地
位
あ
る
い
は
領
土
処
理
の
方
式
に
通
底

し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
中
立
姿
勢
が
い
か
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ

還
構
想
は
沖
縄
の
統
治
を
担
当
す
る
軍
部
と
国
防
省
及
び
統
合
参

謀
本
部
（Joint C

hiefs of S
taff

）
の
反
対
に
よ
っ
て
実
現
し
な

か
っ
た
。
米
公
文
書
館
の
資
料
を
駆
使
し
返
還
過
程
を
分
析
し
た

琉
球
大
学
の
我
部
政
明
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
認
識
す
る
沖

縄
を
日
本
へ
返
還
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
に
見
出
し
た
価
値
と
は
自
由
に

使
用
で
き
る
基
地
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
自
由
使
用
を
確
保
す
る

た
め
に
す
べ
て
の
施
政
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
第
二
に
、
日
米
関
係
を
安
定
・
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
日
本
政
府
の
同
意
と
協
力
を
得
て
、
自
由
に
使

え
る
基
地
を
確
保
す
る
こ
と
。
第
三
は
、
日
本
の
防
衛
努
力
を
促

進
・
支
援
す
る
一
方
で
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
役
割
の
自
覚

と
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
政
治
的
、
経
済
的
あ

る
い
は
軍
事
的
な
側
面
で
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に

対
す
る
日
本
の
「
肩
代
わ
り
」
を
期
待
し
て
の
も
の
だ
っ
た
（
17
）
。

ま
た
、
施
政
権
返
還
の
背
景
要
因
に
は
、
沖
縄
県
内
の
政
治
的

な
動
向
が
関
係
す
る
。
一
九
六
八
年
二
月
、
当
時
の
ア
ン
ガ
ー
高

等
弁
務
官
（F

.T
.U

nger,L
.T

.G
en, 

中
将
、
一
九
六
六
年
一
一

月
着
任
）
は
、
同
年
一
一
月
の
立
法
院
議
員
選
挙
と
同
時
に
琉
球

政
府
行
政
主
席
選
挙
を
実
施
す
る
と
発
表
し
た
。
主
席
公
選
実
施

）
一
四
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

三
七

一
一
月
二
四
日
賛
成
多
数
で
批
准
を
可
決
す
る
。
尖
閣
諸
島
の
地

位
に
つ
い
て
も
沖
縄
返
還
協
定
に
含
ま
れ
、
日
本
の
領
有
権
は
全

く
疑
問
の
余
地
な
く
現
在
ま
で
推
移
し
て
い
る
。

沖
縄
返
還
交
渉
の
過
程
で
最
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
は
、

施
設
及
び
区
域
（
米
軍
基
地
）
の
継
続
使
用
と
い
う
こ
と
に
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
立
場
は
当
時
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
与
し
て
お

り
（
20
）
、
当
然
、
沖
縄
返
還
協
定
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
返

還
協
定
合
意
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
六
九
年
一
一
月
の
「
琉
球
諸

島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間

の
共
同
声
明
」
の
中
で
早
期
復
帰
を
達
成
す
る
た
め
、
具
体
的
な

取
決
め
協
議
に
入
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
。
沖
縄
返
還
協
定

（
案
）
第
一
条
⑵
は
、
既
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三

条
で
日
米
の
相
互
援
助
が
う
た
わ
れ
、
沖
縄
返
還
協
定
第
一
条
に

関
連
し
そ
の
一
部
と
な
る
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」
が
作
成
さ
れ
、

軍
政
府
民
政
府
布
告
二
七
号
に
よ
っ
て
地
理
範
囲
が
規
定
さ
れ
て

い
た
（
21
）
。

返
還
協
定
は
合
意
に
至
る
ま
で
に
紆
余
曲
折
を
経
て
、

一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
に

よ
っ
て
施
政
権
返
還
合
意
が
実
現
す
る
。
そ
し
て
、
沖
縄
で
は
復

帰
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
準
備
が
整
え
ら
れ
る
。「
共

た
か
を
述
べ
る
。
日
本
の
戦
後
処
理
の
難
題
は
北
方
領
土
、
竹
島
、

尖
閣
諸
島
問
題
等
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
尖
閣
諸

島
の
帰
属
問
題
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
東
ア
ジ
ア
軍
事
戦
略
に
関
係

す
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
こ

の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
な
姿
勢
は
、
同
盟
関
係
を
結
び
西
太
平

洋
及
び
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
一
定
の
役
割
を
担
う
日
本
に
対

す
る
侮
辱
で
あ
り
、
傲
慢
な
態
度
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑵ 

　
沖
縄
返
還
交
渉
及
び 

国
務
省
と
参
謀
本
部
の
対
立

沖
縄
返
還
交
渉
は
一
九
六
九
年
一
一
月
か
ら
七
一
年
六
月
に
か

け
て
行
わ
れ
、
七
一
年
六
月
一
七
日
に
返
還
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。

調
印
式
は
時
差
の
関
係
で
東
京
で
は
六
月
一
七
日
の
午
後
九
時
、

ワ
シ
ン
ト
ン
で
同
日
午
前
八
時
、
同
時
に
開
催
さ
れ
た
。
ア
メ
リ

カ
は
終
戦
後
、
沖
縄
を
七
年
間
占
領
し
、
施
政
権
が
返
還
さ
れ
る

ま
で
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
統
治
し
た
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
上
院

は
、
沖
縄
返
還
協
定
の
審
議
お
よ
び
批
准
勧
告
を
受
け
て

一
九
七
一
年
一
一
月
一
〇
日
、
こ
れ
を
批
准
し
た
（
19
）
。
一
方
、
日
本

で
は
国
会
に
沖
縄
返
還
協
定
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
同
年

）
一
四
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

三
七

一
一
月
二
四
日
賛
成
多
数
で
批
准
を
可
決
す
る
。
尖
閣
諸
島
の
地

位
に
つ
い
て
も
沖
縄
返
還
協
定
に
含
ま
れ
、
日
本
の
領
有
権
は
全

く
疑
問
の
余
地
な
く
現
在
ま
で
推
移
し
て
い
る
。

沖
縄
返
還
交
渉
の
過
程
で
最
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
は
、

施
設
及
び
区
域
（
米
軍
基
地
）
の
継
続
使
用
と
い
う
こ
と
に
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
立
場
は
当
時
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
与
し
て
お

り
（
20
）
、
当
然
、
沖
縄
返
還
協
定
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
返

還
協
定
合
意
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
六
九
年
一
一
月
の
「
琉
球
諸

島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間

の
共
同
声
明
」
の
中
で
早
期
復
帰
を
達
成
す
る
た
め
、
具
体
的
な

取
決
め
協
議
に
入
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
。
沖
縄
返
還
協
定

（
案
）
第
一
条
⑵
は
、
既
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三

条
で
日
米
の
相
互
援
助
が
う
た
わ
れ
、
沖
縄
返
還
協
定
第
一
条
に

関
連
し
そ
の
一
部
と
な
る
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」
が
作
成
さ
れ
、

軍
政
府
民
政
府
布
告
二
七
号
に
よ
っ
て
地
理
範
囲
が
規
定
さ
れ
て

い
た
（
21
）
。

返
還
協
定
は
合
意
に
至
る
ま
で
に
紆
余
曲
折
を
経
て
、

一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
に

よ
っ
て
施
政
権
返
還
合
意
が
実
現
す
る
。
そ
し
て
、
沖
縄
で
は
復

帰
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
準
備
が
整
え
ら
れ
る
。「
共

た
か
を
述
べ
る
。
日
本
の
戦
後
処
理
の
難
題
は
北
方
領
土
、
竹
島
、

尖
閣
諸
島
問
題
等
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
尖
閣
諸

島
の
帰
属
問
題
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の
東
ア
ジ
ア
軍
事
戦
略
に
関
係

す
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
こ

の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
な
姿
勢
は
、
同
盟
関
係
を
結
び
西
太
平

洋
及
び
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
一
定
の
役
割
を
担
う
日
本
に
対

す
る
侮
辱
で
あ
り
、
傲
慢
な
態
度
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑵ 

　
沖
縄
返
還
交
渉
及
び 

国
務
省
と
参
謀
本
部
の
対
立

沖
縄
返
還
交
渉
は
一
九
六
九
年
一
一
月
か
ら
七
一
年
六
月
に
か

け
て
行
わ
れ
、
七
一
年
六
月
一
七
日
に
返
還
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。

調
印
式
は
時
差
の
関
係
で
東
京
で
は
六
月
一
七
日
の
午
後
九
時
、

ワ
シ
ン
ト
ン
で
同
日
午
前
八
時
、
同
時
に
開
催
さ
れ
た
。
ア
メ
リ

カ
は
終
戦
後
、
沖
縄
を
七
年
間
占
領
し
、
施
政
権
が
返
還
さ
れ
る

ま
で
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
統
治
し
た
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
上
院

は
、
沖
縄
返
還
協
定
の
審
議
お
よ
び
批
准
勧
告
を
受
け
て

一
九
七
一
年
一
一
月
一
〇
日
、
こ
れ
を
批
准
し
た
（
19
）
。
一
方
、
日
本

で
は
国
会
に
沖
縄
返
還
協
定
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
同
年

）
一
四
二
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

三
八

て
も
対
立
が
起
こ
っ
て
く
る
。

施
政
権
返
還
延
期
論

返
還
協
定
合
意
が
成
立
す
る
直
前
の
一
九
七
一
年
三
月
、
台
湾

の
周
書
楷
駐
米
大
使
は
、
国
務
次
官
マ
ー
シ
ャ
ル
・
グ
リ
ー
ン

（M
arshal G

reen

）
を
訪
ね
て
口
上
書
を
渡
し
、
尖
閣
諸
島
の

日
本
へ
の
返
還
に
反
対
し
た
。
同
年
四
月
、
周
大
使
は
ニ
ク
ソ
ン

大
統
領
に
離
任
の
挨
拶
を
し
た
際
に
も
尖
閣
諸
島
の
主
権
を
主
張

し
た
。
そ
の
後
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
大
統
領
補
佐
官
と
協
議
、
保

釣
運
動
（
保
衛
的
釣
魚
台
の
略
で
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
主
張
す
る

運
動
）
に
言
及
し
、
日
本
へ
の
返
還
に
反
対
の
意
を
伝
え
た
。
そ

の
後
、
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
国
内
で
留
学
生
を
中
心
と
し
て
高
揚
す

る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抱
え
つ
つ
、
国
際
社
会
で
は
、
中
国
の
外

交
攻
勢
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
23
）
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
際
し
て
の
尖

閣
諸
島
の
主
権
が
日
本
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
台
湾
の
周
書
楷
外
交
部
長
（
そ
の
前
任
は
駐
米
大

使
）
は
、
マ
ッ
コ
ノ
ギ
―
（W

alter P
. M

cC
onaughy

）
駐
台

大
使
に
対
し
台
湾
の
国
内
状
況
や
ア
メ
リ
カ
国
内
へ
の
影
響
を
考

慮
し
て
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
の
移
行
を
延
期
す
る
と
い
う
案
が

現
実
的
観
点
か
ら
見
て
検
討
に
値
す
る
と
さ
え
論
じ
て
い
る
（
24
）
。

同
宣
言
」
案
で
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
①
返
還
の
時
期
、
②
施
設

及
び
区
域
の
継
続
使
用
、
③
在
日
米
軍
に
つ
い
て
事
前
協
議
適
用

の
要
求
、
④
日
米
安
保
条
約
の
範
囲
で
あ
る
「
極
東
」
条
項
の
問

題
、
⑤
沖
縄
に
投
下
し
た
米
国
の
資
産
及
び
財
政
金
額
、
等
々
で

あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
七
一
年
一
月
サ
ン
ク
レ
メ
ン
ト
の
大
統
領

の
別
邸
に
お
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
返
還
時
期
が
同
年
五
月
一
五

日
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
先
の
日
米
共
同
声
明
で
は
ニ
ク
ソ
ン
大
統

領
の
「
核
抜
き
」
約
束
と
引
き
換
え
に
、
日
本
側
は
繊
維
規
制
を

約
束
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

尖
閣
諸
島
の
法
的
地
位
は
既
に
、
一
九
五
〇
年
九
月
四
日
米
軍

政
府
布
令
二
二
号
「
群
島
組
織
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
宮
古

群
島
の
範
囲
に
大
正
島
、
八
重
山
群
島
の
範
囲
に
魚
釣
島
、
黄
尾

嶼
、
北
島
、
南
島
な
ど
を
尖
閣
諸
島
に
含
め
て
い
る
（
22
）
。
返
還
交
渉

の
中
で
最
も
議
論
を
呼
ん
だ
争
点
の
一
つ
は
、
尖
閣
諸
島
の
国
際

的
な
地
位
の
不
明
確
さ
に
あ
っ
た
。
日
本
へ
返
還
さ
れ
る
尖
閣
諸

島
が
琉
球
列
島
の
一
部
と
し
て
沖
縄
返
還
協
定
の
対
象
範
囲
に
含

め
ら
れ
る
と
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
尖
閣
諸
島
周

辺
の
海
底
埋
蔵
資
源
の
調
査
結
果
が
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
に
よ
っ
て
発
表

さ
れ
て
以
降
、
日
本
と
台
湾
の
間
で
領
有
権
問
題
で
対
立
が
発
生

し
た
。
最
終
的
に
は
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
と
の
間
に
お
い

）
一
四
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

三
九

よ
り
大
き
な
取
引
の
中
に
包
摂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
糸

と
縄
（
沖
縄
と
繊
維
問
題
）
の
交
換
と
謂
わ
れ
る
問
題
で
台
湾
の

要
請
を
利
用
し
て
繊
維
問
題
で
取
引
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。沖

縄
返
還
協
定
は
一
九
六
九
年
一
一
月
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共

同
声
明
及
び
そ
れ
に
先
立
つ
日
米
安
保
条
約
を
自
動
的
に
延
長
す

る
と
い
う
路
線
の
選
択
で
あ
る
。
そ
こ
で
表
現
さ
れ
る
日
米
関
係
、

と
く
に
安
全
保
障
の
面
で
日
本
と
極
東
に
お
け
る
役
割
の
質
的
変

化
が
注
目
さ
れ
る
。
新
安
保
条
約
第
六
条
「
日
本
国
の
安
全
に
寄

与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に

寄
与
」
す
る
た
め
の
「
施
設
・
区
域
」
の
使
用
が
許
容
さ
れ
、
そ

れ
に
従
い
協
定
第
三
条
⑵
で
は
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
提
供
が
明
文

化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
極
東
の
範
囲
で
あ

る
。
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
返
還
後
も
従
前
通
り
維
持
し
、
そ
の
行

動
は
核
兵
器
撤
去
問
題
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
自
由
出
撃
の
ほ
か

謀
略
部
隊
駐
留
の
容
認
な
ど
返
還
以
前
と
変
化
は
な
か
っ
た
。
こ

の
謀
略
部
隊
は
地
域
的
に
は
安
保
条
約
に
い
う
「
日
本
お
よ
び
極

東
」
の
範
囲
を
こ
え
て
西
太
平
洋
全
域
で
活
動
し
て
い
る
（
27
）
。

ま
た
、
沖
縄
返
還
交
渉
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
米
軍
基
地
を
め

ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
思
惑
で
あ
る
。
沖
縄
で
み
ら
れ
る
軍
事
的
使
用

先
述
、
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
（
国
連
東
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
）
の

調
査
結
果
は
、
日
本
、
台
湾
、
琉
球
政
府
を
は
じ
め
と
し
て
地
域

諸
国
に
尖
閣
諸
島
海
底
資
源
開
発
の
可
能
性
に
強
い
関
心
を
招
い

た
。
日
本
は
そ
の
後
、
尖
閣
諸
島
に
定
期
的
に
調
査
団
を
派
遣
し
、

台
湾
で
は
一
九
七
〇
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
の
石
油
会
社
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
・
ガ
ル
フ
社
に
尖
閣
諸
島
周
辺
の
探
査
・
採
掘
権
を
認

め
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
頭
は
沖
縄
返
還
協
定
交
渉
が
本
格

的
に
始
め
ら
れ
る
時
期
に
当
た
り
、
沖
縄
返
還
協
定
の
草
案
が
作

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
側
は
沖
縄
返
還
協
定
の
第

一
条
に
お
い
て
対
日
講
和
条
約
第
三
条
の
記
述
に
も
と
づ
く
こ
と

が
望
ま
し
い
が
、
そ
の
場
合
、
尖
閣
諸
島
問
題
へ
の
言
及
は
避
け

る
こ
と
と
し
て
い
る
（
25
）
。

沖
縄
へ
施
政
権
が
返
還
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
ア
メ
リ

カ
側
は
台
湾
と
の
間
で
尖
閣
諸
島
海
域
の
漁
業
操
業
問
題
、
中
国

と
の
間
に
は
関
係
正
常
化
の
意
図
が
あ
っ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
側

は
実
際
に
は
、
尖
閣
諸
島
問
題
で
沖
縄
返
還
協
定
の
経
済
開
発
担

当
の
ケ
ネ
デ
ィ
（D

avid M
. K

ennedy

）
が
返
還
に
反
対
し
て

い
た
（
26
）
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
と
の
間
に
繊
維
問
題
を
抱
え
、
尖
閣
諸

島
が
繊
維
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ

が
求
め
た
尖
閣
諸
島
と
繊
維
の
取
引
が
ニ
ク
ソ
ン
の
外
交
政
策
の

）
一
四
二
（
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日
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の
記
述
に
も
と
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く
こ
と

が
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ま
し
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が
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そ
の
場
合
、
尖
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問
題
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の
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及
は
避
け

る
こ
と
と
し
て
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る
（
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縄
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政
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れ
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に
つ
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て
は
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時
、
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側
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台
湾
と
の
間
で
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域
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業
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で
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四
二
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〇
年
十
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月
）

四
〇

盟
と
民
主
国
家
で
あ
る
こ
と
の
協
調
を
国
益
と
考
え
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
り
国
際
的
重
要
性
と
経
済
が
獲
得
し
や
す
く
な
り
、
米
国

が
防
衛
し
て
く
れ
る
と
期
待
で
き
る
か
ら
だ
（
29
）
」
防
衛
面
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
の
支
援
を
基
礎
に
す
る
日
本
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
依
存
と

甘
え
の
姿
勢
は
今
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
曖
昧

姿
勢
と
し
て
表
れ
て
い
る
。

中
国
の
恒
常
的
な
不
法
侵
入

一
九
七
〇
年
代
初
頭
、
尖
閣
諸
島
の
海
底
埋
蔵
資
源
調
査
を
契

機
に
領
有
を
主
張
す
る
台
湾
と
中
国
漁
民
の
不
法
侵
入
が
相
次
ぎ
、

二
〇
一
〇
年
に
は
中
国
漁
船
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
衝
突
す

る
事
件
す
ら
起
し
て
い
る
。
現
在
で
も
中
国
漁
船
の
不
法
侵
入
は

冒
頭
で
説
明
し
た
よ
う
に
連
日
行
わ
れ
、
中
国
漁
民
の
尖
閣
諸
島

上
陸
の
可
能
性
が
予
測
さ
れ
て
い
る
（
30
）
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
ア
メ

リ
カ
政
府
の
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
関
与
（
態
度
）
が
明
確
に
表
明

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
日
本
の
安
全
保
障
に
お
け
る

戦
略
の
不
明
確
さ
が
尖
閣
諸
島
領
有
権
の
問
題
解
決
を
困
難
な
も

の
に
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
四
月
石
原
東
京
都
知
事
が

尖
閣
諸
島
三
島
の
購
入
計
画
を
発
表
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
中
国

共
産
党
対
外
連
絡
部
長
王
家
瑞
は
、
尖
閣
諸
島
が
中
国
の
「
核
心

を
日
本
と
の
事
前
協
議
な
し
に
返
還
前
と
同
様
に
完
全
使
用
（
排

他
的
統
治
と
同
意
味
で
使
わ
れ
る
用
語
）
を
確
保
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
日
本
の
施
政
権
が
沖
縄
に
及
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
米
軍
は

全
く
自
由
に
沖
縄
の
基
地
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
側
の
懸
念
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

米
軍
基
地
の
自
由
使
用
と
維
持
が
返
還
協
定
の
内
容
の
す
べ
て
に

関
連
す
る
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア

軍
事
戦
略
に
と
っ
て
必
須
な
要
件
で
あ
っ
た
。

沖
縄
の
米
軍
基
地
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三
条
お

よ
び
安
保
条
約
第
六
条
に
規
定
さ
れ
、
沖
縄
返
還
協
定
に
も
第
一

条
施
政
権
の
返
還
、
第
三
条
基
地
の
提
供
が
自
動
的
に
延
長
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
は
安
保
条
約
が
規
定
す
る
極
東
条
項
で
あ
り
、
ア
メ

リ
カ
の
軍
事
戦
略
が
西
太
平
洋
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
日
本
の
安
全
保
障
関
連
に
お

い
て
在
日
米
軍
の
行
動
の
是
否
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一

方
、
一
九
五
〇
年
代
末
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
対
日
政
策
の
転
換
を

図
っ
た
と
さ
れ
る
国
家
安
全
保
障
会
議
文
書
（
第
五
五
一
六
）
は
、

日
本
が
国
内
的
状
況
に
鑑
み
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
援
助
に
実
質
的
に

依
存
し
続
け
る
と
分
析
し
て
い
た
（
28
）
。
同
時
に
、「
日
本
は
、
防
衛

力
増
強
に
は
低
い
優
先
順
位
し
か
与
え
て
お
ら
ず
、
米
国
と
の
同

）
一
二
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
一

る
。
こ
の
よ
う
な
経
路
の
多
様
化
は
、
津
軽
海
峡
の
通
過
な
ど
に

も
及
び
、
中
国
は
外
洋
へ
の
展
開
能
力
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（
33
）
。
こ
れ
は
中
国
海
軍
の
艦
艇
部
隊
に
よ
る
太
平
洋

へ
の
進
出
が
高
い
頻
度
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
公
船
（
34
）
に
よ
る
日
本
領
海
侵
犯
は
常
態

化
し
て
い
る
。

常
態
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
公
船
に
よ
る
日
本
領
海

へ
の
侵
入
を
企
図
し
た
運
用
体
制
の
強
化
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
。

二
〇
一
五
年
一
二
月
以
降
、
機
関
砲
と
み
ら
れ
る
武
器
を
搭
載
し

た
公
船
も
日
本
領
海
に
繰
り
返
し
侵
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
中
国
が
尖
閣
諸
島
近
海
に
派
遣
す
る
公
船
は
、
大
型
化

が
図
ら
れ
、
日
本
周
辺
海
域
で
の
運
用
能
力
も
向
上
し
て
い
る
も

の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
海
空
軍
航
空
機
の
日
本
領
海

に
お
け
る
活
動
も
活
発
化
し
、
軍
用
機
の
種
類
も
多
様
化
し
て
い

る
。
早
期
警
戒
機
（
Ｙ
─

８
）、
爆
撃
機
（
Ｈ
─

６
ｋ
）、
戦
闘
機

（
Ｓ
Ｕ
─

30
）
等
、
さ
ら
に
飛
行
形
態
も
変
化
し
て
き
て
い
る
。

中
国
政
府
は
尖
閣
諸
島
を
あ
た
か
も
中
国
の
領
土
で
あ
る
か
の
よ

う
な
形
で
「
東
シ
ナ
海
防
空
識
別
圏
」
を
設
定
し
、
中
国
国
防
部

の
定
め
る
関
連
の
規
制
に
従
わ
な
い
場
合
は
中
国
軍
に
よ
る
「
防

御
的
緊
急
措
置
」
を
と
る
旨
を
発
表
し
た
（
35
）
。
同
時
に
、
有
事
を
想

的
利
益
」
で
あ
る
と
発
表
す
る
（
31
）
。
同
年
七
月
、
野
田
政
権
は
尖
閣

諸
島
「
国
有
化
」
方
針
を
発
表
、
九
月
に
は
日
本
政
府
が
閣
議
で

尖
閣
三
島
（
魚
釣
島
、
北
小
島
、
南
小
島
）
の
国
有
化
を
決
定
す

る
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
一
二
年
が
二
〇
一
一
年
と
は
異
な
る
局
面

に
立
た
さ
れ
、
中
国
が
尖
閣
諸
島
付
近
の
海
域
を
侵
犯
す
る
の
は
、

実
効
支
配
の
実
績
づ
く
り
が
目
的
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
た
（
32
）
。

二
〇
一
二
年
以
降
、
中
国
の
尖
閣
諸
島
海
・
空
域
の
侵
犯
は
、

恒
常
的
に
発
生
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
の
中
国
の
海
洋
調

査
船
・
尖
閣
諸
島
監
視
船
二
隻
が
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
に

侵
入
し
た
ほ
か
、
同
年
一
二
月
領
空
に
お
い
て
も
中
国
海
監
航
空

機
が
は
じ
め
て
尖
閣
諸
島
領
空
を
侵
犯
し
た
。
日
本
側
は
自
衛
隊

機
八
機
を
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
発
進
さ
せ
る
事
態
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
二
年
の
反
日
騒
動
の
暴
力
行
為
よ
り
も
重
要
な
の
は
九
月

以
来
、
中
国
の
漁
船
、
海
洋
監
視
船
、
漁
業
監
視
船
が
頻
繁
に
日

本
の
領
海
を
侵
犯
し
、
一
二
月
に
は
領
空
侵
犯
ま
で
始
め
た
こ
と

で
あ
る
。
近
年
の
主
な
領
海
侵
犯
事
件
を
み
る
と
、
海
上
戦
力
の

中
国
艦
艇
部
隊
に
よ
る
太
平
洋
へ
の
進
出
が
継
続
、
そ
れ
に
進
出

経
路
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
毎
年
複
数
回
、
沖
縄
本

島
・
宮
古
島
間
の
海
域
を
通
過
し
て
い
る
ほ
か
、
大
隅
海
峡
や
与

那
国
島
と
西
表
島
近
辺
の
海
域
な
ど
で
も
航
行
が
確
認
さ
れ
て
い

）
一
二
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
一

る
。
こ
の
よ
う
な
経
路
の
多
様
化
は
、
津
軽
海
峡
の
通
過
な
ど
に

も
及
び
、
中
国
は
外
洋
へ
の
展
開
能
力
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（
33
）
。
こ
れ
は
中
国
海
軍
の
艦
艇
部
隊
に
よ
る
太
平
洋

へ
の
進
出
が
高
い
頻
度
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
公
船
（
34
）
に
よ
る
日
本
領
海
侵
犯
は
常
態

化
し
て
い
る
。

常
態
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
公
船
に
よ
る
日
本
領
海

へ
の
侵
入
を
企
図
し
た
運
用
体
制
の
強
化
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
。

二
〇
一
五
年
一
二
月
以
降
、
機
関
砲
と
み
ら
れ
る
武
器
を
搭
載
し

た
公
船
も
日
本
領
海
に
繰
り
返
し
侵
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
中
国
が
尖
閣
諸
島
近
海
に
派
遣
す
る
公
船
は
、
大
型
化

が
図
ら
れ
、
日
本
周
辺
海
域
で
の
運
用
能
力
も
向
上
し
て
い
る
も

の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
海
空
軍
航
空
機
の
日
本
領
海

に
お
け
る
活
動
も
活
発
化
し
、
軍
用
機
の
種
類
も
多
様
化
し
て
い

る
。
早
期
警
戒
機
（
Ｙ
─

８
）、
爆
撃
機
（
Ｈ
─

６
ｋ
）、
戦
闘
機

（
Ｓ
Ｕ
─

30
）
等
、
さ
ら
に
飛
行
形
態
も
変
化
し
て
き
て
い
る
。

中
国
政
府
は
尖
閣
諸
島
を
あ
た
か
も
中
国
の
領
土
で
あ
る
か
の
よ

う
な
形
で
「
東
シ
ナ
海
防
空
識
別
圏
」
を
設
定
し
、
中
国
国
防
部

の
定
め
る
関
連
の
規
制
に
従
わ
な
い
場
合
は
中
国
軍
に
よ
る
「
防

御
的
緊
急
措
置
」
を
と
る
旨
を
発
表
し
た
（
35
）
。
同
時
に
、
有
事
を
想

的
利
益
」
で
あ
る
と
発
表
す
る
（
31
）
。
同
年
七
月
、
野
田
政
権
は
尖
閣

諸
島
「
国
有
化
」
方
針
を
発
表
、
九
月
に
は
日
本
政
府
が
閣
議
で

尖
閣
三
島
（
魚
釣
島
、
北
小
島
、
南
小
島
）
の
国
有
化
を
決
定
す

る
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
一
二
年
が
二
〇
一
一
年
と
は
異
な
る
局
面

に
立
た
さ
れ
、
中
国
が
尖
閣
諸
島
付
近
の
海
域
を
侵
犯
す
る
の
は
、

実
効
支
配
の
実
績
づ
く
り
が
目
的
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
た
（
32
）
。

二
〇
一
二
年
以
降
、
中
国
の
尖
閣
諸
島
海
・
空
域
の
侵
犯
は
、

恒
常
的
に
発
生
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
の
中
国
の
海
洋
調

査
船
・
尖
閣
諸
島
監
視
船
二
隻
が
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海
内
に

侵
入
し
た
ほ
か
、
同
年
一
二
月
領
空
に
お
い
て
も
中
国
海
監
航
空

機
が
は
じ
め
て
尖
閣
諸
島
領
空
を
侵
犯
し
た
。
日
本
側
は
自
衛
隊

機
八
機
を
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
発
進
さ
せ
る
事
態
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
二
年
の
反
日
騒
動
の
暴
力
行
為
よ
り
も
重
要
な
の
は
九
月

以
来
、
中
国
の
漁
船
、
海
洋
監
視
船
、
漁
業
監
視
船
が
頻
繁
に
日

本
の
領
海
を
侵
犯
し
、
一
二
月
に
は
領
空
侵
犯
ま
で
始
め
た
こ
と

で
あ
る
。
近
年
の
主
な
領
海
侵
犯
事
件
を
み
る
と
、
海
上
戦
力
の

中
国
艦
艇
部
隊
に
よ
る
太
平
洋
へ
の
進
出
が
継
続
、
そ
れ
に
進
出

経
路
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
毎
年
複
数
回
、
沖
縄
本

島
・
宮
古
島
間
の
海
域
を
通
過
し
て
い
る
ほ
か
、
大
隅
海
峡
や
与

那
国
島
と
西
表
島
近
辺
の
海
域
な
ど
で
も
航
行
が
確
認
さ
れ
て
い

）
一
二
二
（
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　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

四
二

警
備
部
隊
の
関
連
費
二
二
八
億
円
を
計
上
し
た
。
こ
れ
に
は
隊
庁

舎
や
体
育
館
建
設
工
事
が
予
定
さ
れ
、
同
基
地
に
は
五
〇
〇
～

六
〇
〇
人
の
警
備
部
隊
や
ミ
サ
イ
ル
部
隊
の
配
備
が
予
定
さ
れ
て

い
る
（
37
）
。
こ
の
石
垣
島
の
陸
上
自
衛
隊
の
配
備
計
画
は
、
二
〇
一
九

年
度
予
算
か
ら
倍
増
の
一
九
一
億
円
を
計
上
、
石
垣
市
議
会
で
は

市
有
地
売
却
議
案
に
対
す
る
反
対
が
相
次
い
だ
。
市
有
地
売
却
議

案
は
、
防
衛
省
に
市
有
地
一
三
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
売
却
と
と
も

に
市
有
地
八
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
貸
付
議
案
を
賛
成
多
数
で
可
決

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
市
住
民
投
票
を
求
め
る
会
」
が
有

権
者
の
四
割
に
当
た
る
一
万
筆
余
り
の
署
名
を
集
め
、
自
衛
隊
の

配
備
計
画
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
求
め
た
が
市
議
会
は
否
決

し
た
。
ま
た
、
同
会
は
市
を
相
手
に
、
自
治
基
本
条
例
に
基
づ
い

た
住
民
投
票
の
実
施
義
務
付
け
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
、
現
在

係
争
中
で
あ
り
、
議
論
を
よ
ん
で
い
る
。

宮
古
市
で
は
陸
自
宮
古
警
備
が
発
足
し
て
お
り
、
陸
上
自
衛
隊

の
弾
薬
庫
建
設
工
事
が
進
む
保
良
鉱
山
地
区
の
構
内
道
路
な
ど
の

整
備
費
用
で
一
八
億
円
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
陸
上
自
衛
隊
宮
古

島
駐
屯
地
に
は
、
新
た
に
中
距
離
地
対
空
誘
導
弾
（
ミ
サ
イ
ル
）

部
隊
と
地
対
艦
誘
導
弾
部
隊
な
ど
が
所
属
す
る
第
七
高
射
特
科
群

が
配
備
さ
れ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
同
駐
屯
地
に
配
備
さ
れ

定
し
た
中
国
軍
の
訓
練
も
頻
発
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
五
月
、

中
国
軍
の
Ｊ
Ｈ
７
戦
闘
爆
撃
機
が
尖
閣
周
辺
で
、
近
く
を
航
行
す

る
海
自
艦
艇
二
隻
を
標
的
に
見
た
て
た
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。

自
衛
隊
の
南
西
諸
島
へ
の
配
備
・
強
化

こ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
強
め
る
日
本
政
府
は
、
海
上
保
安

庁
の
二
〇
一
九
年
度
予
算
案
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搭
載
型
大
型
巡
視

船
二
隻
の
建
造
費
を
計
上
、
警
備
体
制
の
拡
充
を
進
め
て
い
る
。

沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
と
も
な
い
自
衛
隊
の
基
本
的
任
務
に
質
的

変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
七
〇
年

代
に
お
け
る
自
衛
隊
の
基
本
的
任
務
は
、「
専
守
防
衛
」
か
ら
ア

メ
リ
カ
の
軍
事
戦
略
に
沿
っ
た
新
た
な
「
戦
術
的
攻
撃
」
に
移
っ

た
点
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
自
衛
隊
に
よ
る
米
軍
の
肩
代
わ
り

が
進
行
し
、
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
体
制
の
中
で
密
接

か
つ
有
機
的
に
組
み
込
ま
れ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
尖
閣
諸

島
海
域
へ
は
依
然
、
中
国
船
舶
の
挑
発
的
な
派
遣
が
継
続
し
て
お

り
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
ペ
ン
ス
副
大
統
領
は
、
対
中
政
策
演
説

で
尖
閣
問
題
に
触
れ
、「
日
本
の
施
政
権
下
の
尖
閣
海
域
に
六
〇

日
連
続
で
船
を
送
っ
た
」
と
非
難
し
た
（
36
）
。

現
在
、
石
垣
島
・
宮
古
島
で
は
陸
上
自
衛
隊
の
配
備
計
画
が
進

ん
で
お
り
、
二
〇
二
〇
年
度
予
算
案
は
、
石
垣
・
宮
古
な
ど
南
西

）
一
二
一
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
三

挙
に
争
点
化
し
た
。
つ
ま
り
、
尖
閣
海
域
の
海
底
埋
蔵
石
油
・
ガ

ス
田
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
で
あ
り
、
自
国
の
領
海
を
両
中
国
の
大

陸
棚
自
然
延
長
説
と
日
本
の
引
く
中
間
線
の
対
立
で
あ
る
。
領
海

と
は
一
般
に
、
国
家
の
領
有
す
る
海
域
の
こ
と
で
主
権
を
有
す
る

部
分
で
あ
る
。
他
に
、
い
ず
れ
の
国
家
も
領
有
で
き
ず
支
配
権
も

及
ぼ
し
得
な
い
海
域
（
公
海
）
お
よ
び
領
海
と
公
海
の
間
に
あ
っ

て
国
家
は
、
領
有
で
き
な
い
が
支
配
権
を
及
ぼ
し
う
る
海
域
（
排

他
的
経
済
水
域
、E

xclusive E
conom

ic Z
one 

：
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に

区
分
さ
れ
る
。

日
本
は
一
九
九
六
年
国
連
海
洋
法
条
約
批
准
と
と
も
に
領
海
に

つ
い
て
は
直
線
基
線
を
採
用
し
、
同
時
に
排
他
的
経
済
水
域
も
設

定
し
た
。
日
本
の
領
海
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
基
線
か
ら
一
二
海

里
、
二
〇
〇
海
里
の
幅
員
を
も
つ
海
域
と
定
め
、
日
本
の
主
権
、

漁
業
管
轄
権
を
及
ぼ
す
こ
と
を
定
め
た
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
（
40
）
、

さ
ら
に
領
海
外
側
に
一
二
海
里
、
つ
ま
り
沿
岸
か
ら
二
四
海
里
ま

で
の
帯
状
海
域
を
接
続
水
域
と
す
る
こ
と
も
決
め
た
。
接
続
水
域

は
、
沿
岸
国
家
が
通
関
、
財
政
、
出
入
国
管
理
、
衛
生
等
四
つ
の

面
で
管
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る
海
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
令

違
反
に
限
っ
て
、
沿
岸
国
家
は
不
審
船
を
拿
捕
し
、
処
罰
す
る
権

利
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
連
海
洋
法
条
約
は
大
陸
棚
に
つ

る
隊
員
は
約
三
五
〇
人
、
警
備
部
隊
と
合
わ
せ
約
七
五
〇
人
規
模

に
な
る
（
38
）
。
ま
た
、
尖
閣
諸
島
に
最
も
近
い
与
那
国
島
に
は
、
沿
岸

監
視
隊
約
一
六
〇
人
が
す
で
に
配
備
を
済
ま
せ
て
い
る
。

一
方
、
海
上
保
安
庁
の
二
〇
二
〇
年
度
予
算
は
、
前
年
度
か
ら

約
七
六
億
円
増
の
総
額
二
二
五
三
億
八
七
〇
〇
万
円
を
計
上
し

た
（
39
）
。
沖
縄
関
係
で
尖
閣
諸
島
の
警
備
体
制
強
化
な
ど
二
〇
八
億
二

千
万
円
を
計
上
し
た
。
こ
れ
に
は
海
上
保
安
庁
保
有
で
最
大
級

（
六
五
〇
〇
ト
ン
）
の
船
舶
二
隻
を
含
む
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搭
載

型
巡
視
船
四
隻
の
整
備
で
一
一
八
億
二
千
万
円
を
盛
り
込
ん
で
い

る
。
こ
れ
に
は
宮
古
・
八
重
山
な
ど
の
桟
橋
や
岸
壁
な
ど
の
拠
点

整
備
を
要
し
、
沖
縄
を
含
め
全
国
的
な
監
視
体
制
の
強
化
が
新
規

項
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑶
　
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
姿
勢

尖
閣
問
題
の
争
点
化

先
述
、
一
九
六
九
年
五
月
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会

（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
海
底
調
査
報
告
書
を
契
機
に
尖
閣
諸
島
周
辺

海
域
で
は
台
湾
（
中
華
民
国
政
府
）、
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）、

日
本
と
い
う
三
国
絡
み
の
領
有
権
争
い
が
発
生
、
尖
閣
問
題
が
一

）
一
二
二
（
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四
三

挙
に
争
点
化
し
た
。
つ
ま
り
、
尖
閣
海
域
の
海
底
埋
蔵
石
油
・
ガ

ス
田
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
で
あ
り
、
自
国
の
領
海
を
両
中
国
の
大

陸
棚
自
然
延
長
説
と
日
本
の
引
く
中
間
線
の
対
立
で
あ
る
。
領
海

と
は
一
般
に
、
国
家
の
領
有
す
る
海
域
の
こ
と
で
主
権
を
有
す
る

部
分
で
あ
る
。
他
に
、
い
ず
れ
の
国
家
も
領
有
で
き
ず
支
配
権
も

及
ぼ
し
得
な
い
海
域
（
公
海
）
お
よ
び
領
海
と
公
海
の
間
に
あ
っ

て
国
家
は
、
領
有
で
き
な
い
が
支
配
権
を
及
ぼ
し
う
る
海
域
（
排

他
的
経
済
水
域
、E

xclusive E
conom

ic Z
one 

：
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に

区
分
さ
れ
る
。

日
本
は
一
九
九
六
年
国
連
海
洋
法
条
約
批
准
と
と
も
に
領
海
に

つ
い
て
は
直
線
基
線
を
採
用
し
、
同
時
に
排
他
的
経
済
水
域
も
設

定
し
た
。
日
本
の
領
海
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
基
線
か
ら
一
二
海

里
、
二
〇
〇
海
里
の
幅
員
を
も
つ
海
域
と
定
め
、
日
本
の
主
権
、

漁
業
管
轄
権
を
及
ぼ
す
こ
と
を
定
め
た
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
（
40
）
、

さ
ら
に
領
海
外
側
に
一
二
海
里
、
つ
ま
り
沿
岸
か
ら
二
四
海
里
ま

で
の
帯
状
海
域
を
接
続
水
域
と
す
る
こ
と
も
決
め
た
。
接
続
水
域

は
、
沿
岸
国
家
が
通
関
、
財
政
、
出
入
国
管
理
、
衛
生
等
四
つ
の

面
で
管
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る
海
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
令

違
反
に
限
っ
て
、
沿
岸
国
家
は
不
審
船
を
拿
捕
し
、
処
罰
す
る
権

利
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
連
海
洋
法
条
約
は
大
陸
棚
に
つ

る
隊
員
は
約
三
五
〇
人
、
警
備
部
隊
と
合
わ
せ
約
七
五
〇
人
規
模

に
な
る
（
38
）
。
ま
た
、
尖
閣
諸
島
に
最
も
近
い
与
那
国
島
に
は
、
沿
岸

監
視
隊
約
一
六
〇
人
が
す
で
に
配
備
を
済
ま
せ
て
い
る
。

一
方
、
海
上
保
安
庁
の
二
〇
二
〇
年
度
予
算
は
、
前
年
度
か
ら

約
七
六
億
円
増
の
総
額
二
二
五
三
億
八
七
〇
〇
万
円
を
計
上
し

た
（
39
）
。
沖
縄
関
係
で
尖
閣
諸
島
の
警
備
体
制
強
化
な
ど
二
〇
八
億
二

千
万
円
を
計
上
し
た
。
こ
れ
に
は
海
上
保
安
庁
保
有
で
最
大
級

（
六
五
〇
〇
ト
ン
）
の
船
舶
二
隻
を
含
む
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搭
載

型
巡
視
船
四
隻
の
整
備
で
一
一
八
億
二
千
万
円
を
盛
り
込
ん
で
い

る
。
こ
れ
に
は
宮
古
・
八
重
山
な
ど
の
桟
橋
や
岸
壁
な
ど
の
拠
点

整
備
を
要
し
、
沖
縄
を
含
め
全
国
的
な
監
視
体
制
の
強
化
が
新
規

項
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑶
　
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
姿
勢

尖
閣
問
題
の
争
点
化

先
述
、
一
九
六
九
年
五
月
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会

（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
海
底
調
査
報
告
書
を
契
機
に
尖
閣
諸
島
周
辺

海
域
で
は
台
湾
（
中
華
民
国
政
府
）、
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）、

日
本
と
い
う
三
国
絡
み
の
領
有
権
争
い
が
発
生
、
尖
閣
問
題
が
一

）
一
二
二
（
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　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

四
四

合
っ
て
し
ま
う
の
で
、
日
本
側
は
国
内
法
に
基
づ
き
、
東
シ
ナ
海

に
中
間
線
（
日
中
中
間
線
）
を
引
い
た
の
で
あ
る
（
42
）
。
ま
た
、
日
本

側
は
尖
閣
諸
島
を
日
本
の
領
土
に
含
め
て
中
間
線
を
引
く
が
、
中

国
側
は
こ
れ
を
全
く
認
め
て
い
な
い
。
こ
こ
で
尖
閣
諸
島
の
領
有

問
題
は
、
東
シ
ナ
海
の
排
他
的
経
済
水
域
に
か
か
わ
る
大
き
な
問

題
と
な
っ
た
。

日
本
の
尖
閣
諸
島
領
有
に
対
す
る
中
国
の
反
発

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
争
い
は
、
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
そ
の
経
緯
か
ら
返
還
前
の
琉
球
政
府
、
日

本
、
台
湾
等
々
の
地
域
諸
国
が
尖
閣
諸
島
の
資
源
開
発
に
強
い
関

心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
七
〇
年
代
初
期

に
は
中
国
政
府
は
ま
だ
具
体
的
な
行
動
を
伴
う
関
与
の
意
図
を
示

し
て
い
な
い
。
海
底
資
源
の
埋
蔵
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以

降
、
沖
縄
や
台
湾
で
は
多
く
の
採
掘
許
可
申
請
が
出
さ
れ
、
日
本

は
尖
閣
諸
島
に
定
期
の
調
査
団
を
派
遣
し
、
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
の

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ガ
ル
フ
社
に
尖
閣
諸
島
周
辺
の
探
査
・
採
掘
権

を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
尖
閣
諸
島
周
辺

海
域
で
は
台
湾
、
中
国
漁
船
の
不
法
侵
入
が
相
次
ぎ
、
尖
閣
上
陸

や
台
湾
国
旗
の
掲
揚
事
件
等
が
発
生
す
る
要
因
を
作
っ
た
。

本
土
中
国
が
尖
閣
問
題
に
直
接
関
与
し
て
く
る
の
は
一
九
九
二

い
て
も
言
及
、
そ
れ
に
よ
る
と
二
〇
〇
海
里
を
超
え
て
も
、
大
陸

棚
が
続
く
と
い
う
条
件
（
大
陸
棚
自
然
延
長
説
）
を
満
た
せ
ば
、

そ
の
先
最
大
三
五
〇
海
里
ま
で
、
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）

の
権
利
を
認
め
る
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
中
国
側
（
両
中
国
政
府
）
は
、
大
陸
棚
条
約

（
一
九
五
八
年
採
択
、
六
六
年
発
効
）
の
大
陸
棚
自
然
延
長
説
の

考
え
に
立
ち
、
大
陸
か
ら
張
り
出
し
た
大
陸
棚
は
す
べ
て
大
陸
国

家
の
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に
な
る
と
い
う
国
内
法
「
専

管
区
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
八
年
発
効
）
を

作
っ
た
。
中
国
側
は
中
国
大
陸
か
ら
せ
り
出
し
た
東
シ
ナ
海
の
大

陸
棚
の
す
べ
て
を
両
中
国
の
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
そ
こ
に
は
沖
縄
・
南
西
諸
島
の
北
側
に
あ
る
沖

縄
ト
ラ
フ
ま
で
大
陸
棚
に
含
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

他
方
、
日
本
は
国
連
海
洋
法
条
約
で
沖
合
二
〇
〇
海
里
ま
で
排

他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
を
主
張
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
東
シ
ナ
海
の
排
他
的
経
済
水
域
の
線
引
き
に
利
用

し
、「
距
岸
距
離
説
（
41
）
」
を
採
用
、
外
国
と
の
二
〇
〇
海
里
経
済
水

域
が
重
な
り
合
う
場
合
は
中
間
線
を
引
き
、
大
陸
棚
の
排
他
的
経

済
水
域
に
つ
い
て
も
中
間
線
方
式
を
取
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
実

際
に
は
、
日
中
両
国
の
二
〇
〇
海
里
は
か
な
り
の
部
分
で
重
な
り

）
一
二
四
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
五

の
尖
閣
諸
島
領
有
問
題
へ
の
関
与
の
き
っ
か
け
は
一
九
七
〇
年
代

当
初
の
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
台
湾
留
学
生
の
騒
動
で
始
ま
っ

た
。
こ
れ
は
沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
よ
り
、
尖
閣
諸
島
の
帰
属
が

沖
縄
諸
島
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
の
返
還
が
決
ま
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
運
動
は
台
湾
に
お
け
る

尖
閣
問
題
に
つ
い
て
も
愛
国
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
高
揚

を
も
た
ら
し
、
一
九
九
一
年
台
北
県
の
議
会
議
員
四
人
が
魚
釣
島

に
上
陸
、
五
星
紅
旗
と
台
湾
の
国
旗
青
天
白
日
満
地
紅
旗
が
掲
げ

ら
れ
る
事
件
も
起
き
る
（
44
）
。
こ
の
沿
岸
三
国
の
領
有
権
争
い
は
、
沖

縄
返
還
協
定
の
合
意
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
が
明
確
に

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
尖
閣
問
題

に
対
す
る
曖
昧
な
姿
勢
は
、
こ
の
問
題
に
限
ら
ず
、
占
領
期
を
通

し
て
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
常
に
通
底
す
る
ア
メ
リ
カ
の
横
柄

な
態
度
と
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
そ
の
説
明
の
前
に
、
沖
縄

返
還
協
定
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
中
立
な
立
場
の
論
拠
と
な
っ
た

「
主
権
」
と
「
施
政
権
」
の
違
い
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

「
主
権
」
と
「
施
政
権
」

尖
閣
諸
島
は
一
九
七
一
年
に
署
名
さ
れ
た
沖
縄
返
還
協
定
に
お

い
て
日
本
に
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
地
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
す
る
中
国
側
の
反
発
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
沖
縄
返
還

年
二
月
、
中
国
第
七
期
全
国
人
民
大
会
常
務
委
員
会
第
二
四
回
会

議
で
「
中
華
人
民
共
和
国
領
海
及
び
隣
接
区
域
法
」
が
「
台
湾
及

び
そ
の
釣
魚
島
を
含
む
付
属
諸
島
は
中
華
人
民
共
和
国
に
属
す
る

島
嶼
で
あ
る
」
と
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
中
国

が
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
領
有
の
意
志
と
立
場
を
一
歩
顕
在
化
さ
せ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
至
り
、
中
国
漁

船
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
と
衝
突
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。

時
を
経
ず
し
て
中
国
本
土
で
は
反
日
デ
モ
騒
動
な
ど
が
頻
発
し
、

武
力
衝
突
の
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
ま
ま
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。

魚
釣
島
に
は
一
九
七
六
年
に
建
造
さ
れ
た
灯
台
が
あ
る
が
、
七
七

年
七
月
に
北
小
島
に
第
二
の
灯
台
が
建
設
さ
れ
、
台
風
で
傾
い
た

こ
の
灯
台
の
修
復
の
た
め
に
、
同
年
九
月
政
治
結
社
日
本
青
年
社

の
五
名
が
上
陸
し
た
。
こ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
る
に
応
じ

て
、
香
港
、
中
国
本
土
、
台
湾
で
の
抗
議
行
動
が
急
速
に
増
え
て

い
く
（
43
）
。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
反
発
は
一
九
九
〇
年
代
の
経
済
的
発
展
や

愛
国
主
義
教
育
の
強
化
を
背
景
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
本

が
中
国
大
陸
で
犯
し
た
数
々
の
問
題
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求

す
る
な
ど
の
民
間
の
運
動
が
生
ま
れ
、
そ
の
反
日
活
動
の
一
環
と

し
て
領
土
問
題
に
多
く
の
国
民
が
注
目
し
始
め
る
。
一
方
、
台
湾

）
一
二
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
五

の
尖
閣
諸
島
領
有
問
題
へ
の
関
与
の
き
っ
か
け
は
一
九
七
〇
年
代

当
初
の
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
台
湾
留
学
生
の
騒
動
で
始
ま
っ

た
。
こ
れ
は
沖
縄
の
施
政
権
返
還
に
よ
り
、
尖
閣
諸
島
の
帰
属
が

沖
縄
諸
島
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
の
返
還
が
決
ま
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
運
動
は
台
湾
に
お
け
る

尖
閣
問
題
に
つ
い
て
も
愛
国
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
高
揚

を
も
た
ら
し
、
一
九
九
一
年
台
北
県
の
議
会
議
員
四
人
が
魚
釣
島

に
上
陸
、
五
星
紅
旗
と
台
湾
の
国
旗
青
天
白
日
満
地
紅
旗
が
掲
げ

ら
れ
る
事
件
も
起
き
る
（
44
）
。
こ
の
沿
岸
三
国
の
領
有
権
争
い
は
、
沖

縄
返
還
協
定
の
合
意
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
が
明
確
に

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
尖
閣
問
題

に
対
す
る
曖
昧
な
姿
勢
は
、
こ
の
問
題
に
限
ら
ず
、
占
領
期
を
通

し
て
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
常
に
通
底
す
る
ア
メ
リ
カ
の
横
柄

な
態
度
と
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
そ
の
説
明
の
前
に
、
沖
縄

返
還
協
定
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
中
立
な
立
場
の
論
拠
と
な
っ
た

「
主
権
」
と
「
施
政
権
」
の
違
い
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

「
主
権
」
と
「
施
政
権
」

尖
閣
諸
島
は
一
九
七
一
年
に
署
名
さ
れ
た
沖
縄
返
還
協
定
に
お

い
て
日
本
に
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
地
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
す
る
中
国
側
の
反
発
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
沖
縄
返
還

年
二
月
、
中
国
第
七
期
全
国
人
民
大
会
常
務
委
員
会
第
二
四
回
会

議
で
「
中
華
人
民
共
和
国
領
海
及
び
隣
接
区
域
法
」
が
「
台
湾
及

び
そ
の
釣
魚
島
を
含
む
付
属
諸
島
は
中
華
人
民
共
和
国
に
属
す
る

島
嶼
で
あ
る
」
と
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
中
国

が
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
領
有
の
意
志
と
立
場
を
一
歩
顕
在
化
さ
せ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
至
り
、
中
国
漁

船
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
と
衝
突
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。

時
を
経
ず
し
て
中
国
本
土
で
は
反
日
デ
モ
騒
動
な
ど
が
頻
発
し
、

武
力
衝
突
の
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
ま
ま
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。

魚
釣
島
に
は
一
九
七
六
年
に
建
造
さ
れ
た
灯
台
が
あ
る
が
、
七
七

年
七
月
に
北
小
島
に
第
二
の
灯
台
が
建
設
さ
れ
、
台
風
で
傾
い
た

こ
の
灯
台
の
修
復
の
た
め
に
、
同
年
九
月
政
治
結
社
日
本
青
年
社

の
五
名
が
上
陸
し
た
。
こ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
る
に
応
じ

て
、
香
港
、
中
国
本
土
、
台
湾
で
の
抗
議
行
動
が
急
速
に
増
え
て

い
く
（
43
）
。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
反
発
は
一
九
九
〇
年
代
の
経
済
的
発
展
や

愛
国
主
義
教
育
の
強
化
を
背
景
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
本

が
中
国
大
陸
で
犯
し
た
数
々
の
問
題
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求

す
る
な
ど
の
民
間
の
運
動
が
生
ま
れ
、
そ
の
反
日
活
動
の
一
環
と

し
て
領
土
問
題
に
多
く
の
国
民
が
注
目
し
始
め
る
。
一
方
、
台
湾

）
一
二
二
（
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〇
年
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月
）

四
六

「
主
権
」
と
「
施
政
権
」
の
違
い
を
や
や
抽
象
的
に
い
う
と
、

施
政
権
に
は
「
所
有
権
（ow

nership

）」
あ
る
い
は
「
管
理

（custody

）、「
運
営
（operations

）」
の
意
味
が
あ
る
。
施
政
権

の
下
で
は
、
平
和
維
持
、
警
察
の
指
揮
、
税
金
の
徴
収
、
道
路
の

建
設
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
一
方
、
主
権
と
は
国
際
法
に
お
け
る
用

語
で
「
最
高
権
力
を
有
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
な
お
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
あ
る
い
は
沖
縄
返
還
協
定
に
お
け
る

「
潜
在
的
主
権
」
は
、
正
確
な
意
味
を
持
つ
法
的
な
用
語
で
は
な

く
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
占
領
当
時
、
将
来
、
条
件
が
整
え
ば
再
び

日
本
の
行
政
下
に
置
か
れ
る
と
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
が
沖
縄
の
領
土
を
所
有
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
の
表
明
で
あ

り
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
政

治
用
語
だ
と
い
う
。
仮
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結

時
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
間
に
実
効
性
の
あ
る
取
決
め
が
結
ば

れ
、
そ
こ
で
沖
縄
の
基
地
存
続
と
主
権
、
施
政
権
を
と
も
に
認
め

て
い
れ
ば
、
日
本
が
沖
縄
を
保
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
潜
在
主
権
は
あ
く
ま
で
口
頭
に
よ

る
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
見
解
の
表
明
で
あ
り
、
調
印
し
た
条
約
の

よ
う
に
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
際
合
意
で
は
な
か
っ
た
（
47
）
。

ア
メ
リ
カ
政
府
の
中
立
政
策
の
意
向
が
初
め
て
明
確
に
述
べ
ら

協
定
で
魚
釣
島
（
中
国
の
呼
称
は
釣
魚
島
）
な
ど
の
島
嶼
を
返
還

地
域
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
は
不
法
な
こ
と
で
あ
り
、
中
国
の
同
島

嶼
に
対
す
る
領
土
主
権
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
、

台
湾
も
反
対
の
意
向
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
側
と

日
本
の
主
張
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
の
に
対
し
て
、
尖
閣
の
領

有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
た
際
の
ア
メ
リ
カ
の
立
場
、「
こ

の
問
題
は
当
事
国
間
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
」
と
し
て
、
中
立

の
立
場
を
と
る
こ
と
を
表
明
す
る
（
45
）
。

国
務
省
法
律
顧
問
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
（C

harles 
A

.S
chm

itz

）
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
琉
球
列
島
米
国

民
政
府
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、「
尖
閣
諸
島
は
ア
メ
リ
カ
の

施
政
権
が
及
ぶ
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。
た
だ

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
の
報
告
し
た
領
域
は
主
権

で
は
な
く
、
施
政
権
の
及
ぶ
範
囲
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ツ
は
続
け
て
、「
日
本
の
主
権
に
対
し
、
我
々
が
ま
る
で
支

持
を
表
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
台
湾
や
そ
の
他
の
国
々
か
ら
捉

え
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
（
46
）
。」
ア
メ
リ
カ
は
最
終
的
主

権
に
関
し
て
、
決
断
を
下
す
役
割
を
担
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

認
識
で
あ
り
、
主
権
は
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判

所
が
担
う
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
う
。

）
一
二
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
七

を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尖

閣
諸
島
等
沖
縄
近
辺
に
領
土
係
争
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
は

正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
49
）
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
米
中
和
解
と
米
中
関
係
正
常
化
へ
の
動
き
お

よ
び
一
九
六
九
年
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
で
は
日
本
の
安

全
保
障
と
台
湾
の
安
全
を
結
び
つ
け
た
台
湾
条
項
を
組
み
込
ん
だ
。

つ
ま
り
、
同
政
権
は
日
本
に
向
け
て
は
中
国
の
脅
威
を
強
調
し
、

他
方
で
中
国
に
対
し
て
は
軍
国
主
義
の
復
活
と
い
う
日
本
の
脅
威

を
全
面
に
掲
げ
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留
、
日
本
本
土
駐
留
を
日
中
相

互
に
承
認
さ
れ
る
構
図
を
巧
み
に
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
戦
略
は
、
日
中
間
に
領
土
問
題

と
い
う
絶
え
ざ
る
紛
争
の
火
種
を
残
し
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留
を
正

当
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
オ
フ
シ
ョ
ア
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ

（offshore balancing

）
戦
略
の
一
つ
の
典
型
例
で
あ
る
（
50
）
。

一
九
五
五
年
ア
メ
リ
カ
海
軍
は
久
場
島
を
射
撃
場
に
し
、
翌

五
六
年
に
は
大
正
島
を
砲
撃
演
習
場
に
指
定
す
る
な
ど
、
沖
縄
本

島
と
同
様
、
軍
事
的
に
利
用
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
そ
の

際
、
尖
閣
諸
島
海
域
に
つ
い
て
別
の
問
題
で
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
沖
縄
返
還
後
も
赤
尾
嶼
と
黄
尾
嶼
を
射
爆
訓
練
区
域
に
指

定
し
継
続
使
用
す
る
と
し
た
米
軍
の
計
画
へ
の
日
本
政
府
と
日
本

れ
た
の
は
、
沖
縄
返
還
を
間
近
に
控
え
た
一
九
七
〇
年
二
月
、
マ

ク
エ
ル
ロ
イ
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
宛
の
書
簡
に
お
い
て
で
あ
る
。
ち

な
み
に
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
は
沖
縄
返
還
協
定
の
交
渉
チ
ー
ム
の
一
員
で

あ
り
、
マ
ク
エ
ル
ロ
イ
（H

ow
ard M

.M
cE

lroy

）
は
国
務
省
東

ア
ジ
ア
太
平
洋
局
日
本
部
に
勤
め
、
エ
リ
ク
ソ
ン
日
本
部
長
を
補

佐
し
て
沖
縄
返
還
交
渉
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
マ
ク
エ
ル
ロ

イ
の
書
簡
の
中
に
、
沖
縄
返
還
協
定
の
草
案
に
対
す
る
日
本
部
の

見
解
が
示
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、「
第
一
条
：
対
日
講
和
条
約
第

三
条
で
使
用
さ
れ
た
記
述
に
従
う
こ
と
が
好
ま
し
い
。
た
だ
し
、

尖
閣
問
題
へ
の
言
及
は
さ
け
る
こ
と
と
す
る
（
48
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。米

軍
駐
留
の
正
当
化
─
米
軍
訓
練
区
域
の
設
定

沖
縄
返
還
構
想
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
に
見
出
し
た
価
値

は
、
唯
一
自
由
に
使
用
で
き
る
基
地
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
日
本
の
防
衛
努
力
を
支
援
し
、
他
方
で
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に

対
す
る
日
本
の
「
肩
代
わ
り
」
を
期
待
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の

の
東
ア
ジ
ア
戦
略
に
は
当
然
、
軍
事
の
「
要
石
」
と
し
て
の
沖
縄

の
地
政
学
的
要
件
が
大
き
く
作
用
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
尖
閣

諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
中
立
の
立
場
を
と
っ
た
背
景
に
は
、
中

国
と
台
湾
に
対
す
る
政
治
的
配
慮
の
ほ
か
に
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留

）
一
二
二
（



尖
閣
諸
島
問
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と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
七

を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尖

閣
諸
島
等
沖
縄
近
辺
に
領
土
係
争
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
は

正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
49
）
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
米
中
和
解
と
米
中
関
係
正
常
化
へ
の
動
き
お

よ
び
一
九
六
九
年
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
で
は
日
本
の
安

全
保
障
と
台
湾
の
安
全
を
結
び
つ
け
た
台
湾
条
項
を
組
み
込
ん
だ
。

つ
ま
り
、
同
政
権
は
日
本
に
向
け
て
は
中
国
の
脅
威
を
強
調
し
、

他
方
で
中
国
に
対
し
て
は
軍
国
主
義
の
復
活
と
い
う
日
本
の
脅
威

を
全
面
に
掲
げ
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留
、
日
本
本
土
駐
留
を
日
中
相

互
に
承
認
さ
れ
る
構
図
を
巧
み
に
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
曖
昧
戦
略
は
、
日
中
間
に
領
土
問
題

と
い
う
絶
え
ざ
る
紛
争
の
火
種
を
残
し
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留
を
正

当
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
オ
フ
シ
ョ
ア
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ

（offshore balancing

）
戦
略
の
一
つ
の
典
型
例
で
あ
る
（
50
）
。

一
九
五
五
年
ア
メ
リ
カ
海
軍
は
久
場
島
を
射
撃
場
に
し
、
翌

五
六
年
に
は
大
正
島
を
砲
撃
演
習
場
に
指
定
す
る
な
ど
、
沖
縄
本

島
と
同
様
、
軍
事
的
に
利
用
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
そ
の

際
、
尖
閣
諸
島
海
域
に
つ
い
て
別
の
問
題
で
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
沖
縄
返
還
後
も
赤
尾
嶼
と
黄
尾
嶼
を
射
爆
訓
練
区
域
に
指

定
し
継
続
使
用
す
る
と
し
た
米
軍
の
計
画
へ
の
日
本
政
府
と
日
本

れ
た
の
は
、
沖
縄
返
還
を
間
近
に
控
え
た
一
九
七
〇
年
二
月
、
マ

ク
エ
ル
ロ
イ
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
宛
の
書
簡
に
お
い
て
で
あ
る
。
ち

な
み
に
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
は
沖
縄
返
還
協
定
の
交
渉
チ
ー
ム
の
一
員
で

あ
り
、
マ
ク
エ
ル
ロ
イ
（H

ow
ard M

.M
cE

lroy

）
は
国
務
省
東

ア
ジ
ア
太
平
洋
局
日
本
部
に
勤
め
、
エ
リ
ク
ソ
ン
日
本
部
長
を
補

佐
し
て
沖
縄
返
還
交
渉
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
マ
ク
エ
ル
ロ

イ
の
書
簡
の
中
に
、
沖
縄
返
還
協
定
の
草
案
に
対
す
る
日
本
部
の

見
解
が
示
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、「
第
一
条
：
対
日
講
和
条
約
第

三
条
で
使
用
さ
れ
た
記
述
に
従
う
こ
と
が
好
ま
し
い
。
た
だ
し
、

尖
閣
問
題
へ
の
言
及
は
さ
け
る
こ
と
と
す
る
（
48
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。米

軍
駐
留
の
正
当
化
─
米
軍
訓
練
区
域
の
設
定

沖
縄
返
還
構
想
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
に
見
出
し
た
価
値

は
、
唯
一
自
由
に
使
用
で
き
る
基
地
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
日
本
の
防
衛
努
力
を
支
援
し
、
他
方
で
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に

対
す
る
日
本
の
「
肩
代
わ
り
」
を
期
待
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の

の
東
ア
ジ
ア
戦
略
に
は
当
然
、
軍
事
の
「
要
石
」
と
し
て
の
沖
縄

の
地
政
学
的
要
件
が
大
き
く
作
用
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
尖
閣

諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
中
立
の
立
場
を
と
っ
た
背
景
に
は
、
中

国
と
台
湾
に
対
す
る
政
治
的
配
慮
の
ほ
か
に
、
米
軍
の
沖
縄
駐
留

）
一
二
二
（
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四
八

沖
縄
本
島
は
容
易
に
戦
略
（
戦
術
）
目
標
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

米
軍
の
沖
縄
駐
留
が
難
し
く
な
る
恐
れ
が
生
じ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
章
の
叙
述
目
的
は
ア
メ
リ
カ
が
尖
閣

諸
島
の
帰
属
問
題
に
対
し
て
中
立
の
立
場
を
表
明
、
曖
昧
な
姿
勢

に
終
始
し
た
こ
と
の
理
由
、
背
景
の
検
討
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま

ず
同
盟
関
係
に
あ
る
中
華
民
国
（
台
湾
）
へ
の
融
和
策
が
あ
り
、

次
い
で
中
国
本
土
と
の
関
係
正
常
化
を
企
図
し
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中

を
控
え
て
米
中
関
係
の
進
展
が
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
日
中
関
係
で
は
尖
閣
問
題
の
棚
上
げ
の
も
と
で
日
中
平
和
友

好
条
約
締
結
交
渉
が
す
す
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
の
意
図
（
本
音
）
は
西
太
平
洋
に
お
け
る
安
全
保
障
及

び
東
ア
ジ
ア
軍
事
戦
略
の
み
に
あ
り
、
た
だ
三
国
絡
み
の
軍
事
衝

突
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
避
け
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
は
将
来
想
定
さ
れ
る
日
中
間
の
領
有
権
争

い
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
経
緯
が

ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
管
理
国
と
し
て
た
だ
単
に
本
来
の
日
本
の
施

政
権
を
返
還
し
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巧
み
な
立

場
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
当
事
国
に
嫌
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後

何
年
も
続
き
そ
う
な
論
議
に
不
関
与
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
保
証

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
に
ど
う
反
応
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
尖
閣
の
領
有
問
題
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
立

場
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
射
撃
訓
練
を
維
持
し
た
い
と
い
う
計

画
が
日
本
の
尖
閣
諸
島
領
有
権
の
支
持
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
、

同
時
に
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
立
場
を
支
援
す
る
と
い
う
構
図
に
な

る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
射
撃
訓
練
区
域
は
沖
縄
返
還
後
、
日
米
地
位
協
定
に

も
と
づ
き
提
供
さ
れ
る
施
設
お
よ
び
区
域
の
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
ア
メ
リ
カ
が
日
本
側
に
提
供
し
た
も
の
で

日
米
合
同
委
員
会
（
51
）
で
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
米

軍
に
よ
る
射
撃
訓
練
区
域
の
継
続
使
用
を
日
本
の
領
有
権
の
主
張

に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
支
持
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
そ
の

こ
と
を
ア
メ
リ
カ
政
府
は
懸
念
し
て
い
た
。
結
局
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
に
尖
閣
の
射
撃

訓
練
区
域
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
尖
閣
諸

島
は
単
な
る
岩
と
小
さ
な
島
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア

軍
事
戦
略
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
場
所
に
位
置
し
て
い
る
（
52
）
。

仮
に
、
も
し
こ
こ
が
中
国
の
実
効
支
配
下
に
入
り
、
中
国
軍
が

レ
ー
ダ
ー
基
地
を
設
置
で
も
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
展
開
能
力

は
大
幅
に
削
が
れ
、
逆
に
中
国
軍
の
展
開
能
力
は
大
き
く
向
上
、

）
一
二
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

四
九

（
4
） 

西
牟
田
靖
「
ニ
ッ
ポ
ン
の
国
境
」
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
一

年
七
月
、
一
九
九
～
二
〇
〇
頁

日
本
の
強
硬
な
手
段
に
中
国
は
す
ぐ
に
反
応
、
矢
継
ぎ
早
な
対

抗
策
に
出
る
。
一
一
日
、
中
国
は
対
抗
手
段
と
し
て
ガ
ス
田
に
関

し
て
交
渉
中
止
を
発
表
、
一
九
日
、
閣
僚
級
の
交
流
中
止
の
発
表
、

二
三
日
に
は
日
本
の
メ
ー
カ
ー
社
員
を
軍
事
管
理
地
域
に
侵
入
し

た
と
し
て
拘
束
、
同
日
、
レ
ア
ア
ー
ス
の
対
日
輸
出
停
止
が
判
明

す
る
。

（
5
） 

横
山
宏
章
、
王
雲
海
「
対
論
！
　
日
本
と
中
国
の
領
土
問
題
」

集
英
社
新
書
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
一
八
頁

（
6
） 25 D

ecem
b

er 1953, C
ivil A

d
m

inistration 
P

roclam
ation N

o27, G
eographic B

oundaries of the 
R

yukyu Islands

米
国
民
政
府
布
告
二
七
号
に
先
立
っ
て
、
一
九
四
六
年
五
月

一
一
日
、
海
軍
軍
政
府
か
ら
沖
縄
諸
島
の
知
事
に
向
け
、
先
島
諸

島
の
統
治
領
域
に
つ
い
て
指
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
、
米
国
民
政
府
布
告
六
八
号
は
琉
球
政

府
の
食
料
供
給
に
際
し
て
管
轄
地
理
的
領
海
区
域
を
経
緯
度
に
よ

り
指
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
三
年
一
二
月
米
国
民
政
府

布
告
二
七
号
は
、
第
一
項
で
琉
球
列
島
の
地
理
的
境
界
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

注（
1
） 

芦
田
健
太
郎
「
日
本
の
領
土
」
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
〇
年

一
二
月
二
〇
日
、
一
五
七
頁

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
は
沖
縄
返
還
交
渉
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ー
ト
（critical date

　
決
定
的
期

日
）
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
七
日
沖
縄
返
還
協
定
調
印
の
前
後

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
日
ま
で
の
事
実
は
国
際
裁
判
所
に

よ
っ
て
証
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
得
る
が
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
審

査
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
、
証
拠
許
容
限
界
期
日
と
も
訳
さ
れ

る
。

（
2
） 

直
近
で
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
中
国
海
警
局
の
船
四

隻
が
尖
閣
諸
島
周
辺
の
領
海
外
側
に
あ
る
接
続
水
域
を
航
行
し
て

い
る
の
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
月
一
五
日
石
垣
市
主
催
で
「
尖
閣
諸
島
開
拓
の
日
」
式

典
が
開
催
さ
れ
た
が
、
市
長
の
式
辞
で
昨
年
（
二
〇
一
九
年
）
の

中
国
公
船
に
よ
る
領
海
侵
入
が
の
べ
一
二
六
隻
、
接
続
水
域
で
の

確
認
日
数
が
二
八
二
日
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。（「
沖

縄
タ
イ
ム
ス
」
三
月
二
二
日
）

（
3
） 

加
藤
信
勝
、
加
瀬
英
明
「
中
国
は
な
ぜ
尖
閣
を
取
り
に
来
る

の
か
」
自
由
社
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
月
一
日
、

一
二
～
七
〇
頁

尖
閣
諸
島
沖
の
衝
突
事
件
は
、
事
件
の
発
生
か
ら
船
長
逮
捕
、

日
本
の
対
処
に
対
す
る
中
国
の
反
応
と
強
烈
な
報
復
措
置
の
発
効
、

そ
し
て
船
長
の
釈
放
ま
で
を
時
系
列
的
に
検
証
し
て
い
る
。

）
一
二
二
（
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四
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（
4
） 

西
牟
田
靖
「
ニ
ッ
ポ
ン
の
国
境
」
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
一

年
七
月
、
一
九
九
～
二
〇
〇
頁

日
本
の
強
硬
な
手
段
に
中
国
は
す
ぐ
に
反
応
、
矢
継
ぎ
早
な
対

抗
策
に
出
る
。
一
一
日
、
中
国
は
対
抗
手
段
と
し
て
ガ
ス
田
に
関

し
て
交
渉
中
止
を
発
表
、
一
九
日
、
閣
僚
級
の
交
流
中
止
の
発
表
、

二
三
日
に
は
日
本
の
メ
ー
カ
ー
社
員
を
軍
事
管
理
地
域
に
侵
入
し

た
と
し
て
拘
束
、
同
日
、
レ
ア
ア
ー
ス
の
対
日
輸
出
停
止
が
判
明

す
る
。

（
5
） 

横
山
宏
章
、
王
雲
海
「
対
論
！
　
日
本
と
中
国
の
領
土
問
題
」

集
英
社
新
書
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
一
八
頁

（
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米
国
民
政
府
布
告
二
七
号
に
先
立
っ
て
、
一
九
四
六
年
五
月

一
一
日
、
海
軍
軍
政
府
か
ら
沖
縄
諸
島
の
知
事
に
向
け
、
先
島
諸

島
の
統
治
領
域
に
つ
い
て
指
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
、
米
国
民
政
府
布
告
六
八
号
は
琉
球
政

府
の
食
料
供
給
に
際
し
て
管
轄
地
理
的
領
海
区
域
を
経
緯
度
に
よ

り
指
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
三
年
一
二
月
米
国
民
政
府

布
告
二
七
号
は
、
第
一
項
で
琉
球
列
島
の
地
理
的
境
界
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

注（
1
） 

芦
田
健
太
郎
「
日
本
の
領
土
」
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
〇
年

一
二
月
二
〇
日
、
一
五
七
頁

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
は
沖
縄
返
還
交
渉
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ー
ト
（critical date

　
決
定
的
期

日
）
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
七
日
沖
縄
返
還
協
定
調
印
の
前
後

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
日
ま
で
の
事
実
は
国
際
裁
判
所
に

よ
っ
て
証
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
得
る
が
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
審

査
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
、
証
拠
許
容
限
界
期
日
と
も
訳
さ
れ

る
。

（
2
） 

直
近
で
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
中
国
海
警
局
の
船
四

隻
が
尖
閣
諸
島
周
辺
の
領
海
外
側
に
あ
る
接
続
水
域
を
航
行
し
て

い
る
の
が
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
月
一
五
日
石
垣
市
主
催
で
「
尖
閣
諸
島
開
拓
の
日
」
式

典
が
開
催
さ
れ
た
が
、
市
長
の
式
辞
で
昨
年
（
二
〇
一
九
年
）
の

中
国
公
船
に
よ
る
領
海
侵
入
が
の
べ
一
二
六
隻
、
接
続
水
域
で
の

確
認
日
数
が
二
八
二
日
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。（「
沖

縄
タ
イ
ム
ス
」
三
月
二
二
日
）

（
3
） 

加
藤
信
勝
、
加
瀬
英
明
「
中
国
は
な
ぜ
尖
閣
を
取
り
に
来
る

の
か
」
自
由
社
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
月
一
日
、

一
二
～
七
〇
頁

尖
閣
諸
島
沖
の
衝
突
事
件
は
、
事
件
の
発
生
か
ら
船
長
逮
捕
、

日
本
の
対
処
に
対
す
る
中
国
の
反
応
と
強
烈
な
報
復
措
置
の
発
効
、

そ
し
て
船
長
の
釈
放
ま
で
を
時
系
列
的
に
検
証
し
て
い
る
。

）
一
二
二
（
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五
十
七
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三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

五
〇

二
〇
一
四
年
一
月
一
九
日
、
一
五
六
頁
～

（
11
） 

山
田
吉
彦
「
日
本
の
国
境
」
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
五
年
三
月

二
〇
日
、
二
〇
～
二
一
頁

（
12
） 

豊
下
楢
彦
「『
尖
閣
問
題
』
と
は
何
か
」
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
六
日
、
六
三
～
六
七
頁

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
問
題
で
「
中
立
の
立
場
」
を
採
る
と
い
う

ア
メ
リ
カ
の
「
あ
い
ま
い
」
戦
略
は
、
日
中
間
に
領
土
問
題
と
い

う
絶
え
ざ
る
紛
争
の
火
種
を
残
し
、
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
正
当

化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
フ
シ
ョ
ア
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
」

（offshore balancing

）
戦
略
の
一
つ
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
戦

略
は
、
現
在
の
対
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
紛
争
に
も
み
ら
れ
る
。

（
13
） R

obert D
. E

ldridge “T
he O

rigins of U
.S

. P
olicy in 

the E
ast C

hina S
ea islands D

ispute: O
kinaw

a ’s R
eversion 

and the S
enkaku Islands ” R

outledge, 2014

、（
吉
田
真
吾
、

中
島
琢
磨
訳
「
尖
閣
問
題
の
起
源
」、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
五
年
四
月
二
五
日
、
四
頁
）

（
14
） 

緑
間
栄
「
沖
縄
返
還
交
渉
史
」、
一
九
五
三
年
『
南
島
文
化
』

第
五
号
、
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所

（
15
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
邦
訳
、
前
掲
書
、
四
～
六
頁

（
16
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、「
オ
キ
ナ
ワ
論
」
新
潮
社
、

二
〇
一
六
年
一
月
二
〇
日
、
三
七
頁

（
17
） 

我
部
政
明
「
日
米
関
係
の
な
か
の
沖
縄
」
三
一
書
房
、

一
九
九
六
年
八
月
三
一
日
、
一
七
四
頁

（
18
） E

xecutive O
rder 10713, June 5,1957, “P

roviding for 

28°
N

orth L
atitude

（
北

緯
、

以
下

同
）

124°
40’

E
ast L

atitude 
（

東
経

、
以

下
同

）
24°

〃
132°

〃
24°

〃
133°

〃
27°

〃
131°

50’
〃

27°
〃

128°
18’

〃
28°

〃
128°

18’
〃

thence to the point of origin

（
7
） 

琉
球
列
島
の
地
理
的
境
界
に
つ
い
て
は
、
民
政
府
布
告
六
八

号
「
琉
球
政
府
章
典
」（P

rovisions of the G
overnm

ent of the 
R

yukyu Islands

）、
後
述
の
民
政
府
布
令
二
二
号
「
群
島
組
織
法
」

（T
he C

oncerning of the O
rganization of the G

unto  
G

overnm
ent

）、
一
九
五
〇
年
八
月
民
政
府
布
令
一
二
五
号
「
琉

球
列
島
出
入
国
管
理
令
」（C

ontrol of E
ntry and E

xit of the 
Individuals into and from

 R
yukyu Islands

）
一
九
五
四
年
二

月
、
等
で
規
定
。

（
8
） 

矢
吹
晋
「
尖
閣
問
題
の
核
心
」
花
伝
社
、
二
〇
一
三
年
一
月

二
五
日
、
四
八
頁
（
資
料
６
　
カ
イ
ロ
宣
言
）

（
9
） 

緑
間
栄
「
尖
閣
列
島
」
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
四
年
三
月
一
五

日
、
一
〇
九
頁
～

沖
縄
諸
島
の
地
理
的
境
界
（
管
轄
区
域
）
に
つ
い
て
は
、
米
国

民
政
府
の
一
連
の
布
告
及
び
布
令
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

斎
藤
道
彦
「
日
本
人
の
た
め
の
尖
閣
諸
島
史
」
双
葉
新
書
、

）
一
二
二
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

五
一

れ
一
九
六
八
年
二
月
以
降
、
Ｂ
52
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
ベ
ト

ナ
ム
向
け
、
直
接
発
進
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
Ｂ
52
撤
去
、
日
本
復
帰
運
動
（
沖
縄
返
還
運
動
）
が
高
ま
り
主

席
公
選
運
動
等
へ
と
高
揚
し
て
い
く
。

（
21
）　
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
三
二
〇
頁
、
資
料

２
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」

（
22
） 

“M
G

.O
rdinance N

um
ber 22, T

he L
aw

 C
oncerning the 

O
rganization of the G

unto G
overnm

ents, ”
 

同
布
告
は
一
八
一
条
に
及
ぶ
も
の
で
、
群
島
政
府
の
地
理
範
囲
、

行
政
管
轄
区
域
、
住
民
の
権
限
及
び
義
務
と
責
任
、
群
島
知
事
・

副
知
事
の
任
命
と
罷
免
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
立
法
、
司
法
・
裁

判
制
度
、
保
健
衛
生
、
労
働
・
福
祉
、
警
察
組
織
と
警
察
長
官
の

任
務
、
歳
入
と
予
算
、
基
金
制
度
、
地
方
自
治
等
々
、
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
条
ｃ
、
ｄ
で
宮
古
郡
島
と
八
重
山
群
島

の
小
島
境
界
が
緯
度
経
度
で
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
一
五
五
～
一
五
八

頁
塩
田
純
「
尖
閣
諸
島
と
日
中
外
交
」
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
四

月
一
三
日
、
九
五
～
九
六
頁

（
24
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
同
書
、
一
七
五
～
一
七
六
頁

ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
中
華
民
国
（
台
湾
）
政
府
に
対
し
て
、
ア

メ
リ
カ
が
尖
閣
諸
島
を
日
本
に
返
還
す
る
こ
と
を
公
式
に
伝
え
て

い
た
。
そ
れ
を
受
け
ア
メ
リ
カ
各
地
で
台
湾
留
学
生
の
デ
モ
騒
動

が
拡
大
し
、
沖
縄
返
還
の
妥
当
性
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

A
dm

inistration of the R
yukyu Islands ” 

こ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ

ワ
ー
大
統
領
の
「
琉
球
列
島
行
政
令
」
は
、
一
五
項
に
わ
た
っ
て

規
定
さ
れ
、
冒
頭
で
は
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
も
と
づ
き
領
海

を
含
め
領
土
に
関
し
て
行
政
・
立
法
・
司
法
の
権
限
の
す
べ
て
及

び
一
部
を
合
衆
国
が
行
使
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
第
八
項
で
、

琉
球
政
府
行
政
主
席
が
立
法
機
関
代
表
と
の
協
議
の
後
、
高
等
弁

務
官
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
　
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
「
尖
閣
問
題
の

起
源
」、
一
一
八
～
一
一
九
頁

沖
縄
の
返
還
は
、
交
渉
の
過
程
で
ア
メ
リ
カ
側
交
渉
チ
ー
ム
駐

日
主
席
公
使
の
ス
ナ
イ
ダ
―
（R

ichard L
. S

neider

）
と
シ
ュ

ミ
ッ
ツ
（C

harles A
. S

chm
itz

）
の
間
で
意
見
の
不
一
致
が

あ
っ
た
。
沖
縄
返
還
は
ア
メ
リ
カ
側
交
渉
チ
ー
ム
の
間
で
奄
美
諸

島
や
小
笠
原
諸
島
の
返
還
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
に
二
国
間
の
行
政
協

定
に
よ
る
か
、
正
式
な
条
約
に
よ
る
か
で
議
論
が
あ
っ
た
。
結
局
、

シ
ュ
ミ
ッ
ツ
の
主
張
す
る
条
約
案
が
選
択
さ
れ
、
国
務
省
は
小
笠

原
返
還
の
前
例
が
適
用
さ
れ
る
法
律
論
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
、

上
院
に
承
認
を
求
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。

（
20
） 

緑
間
栄
、
前
掲
論
文
、
一
六
頁

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
北
ベ
ト
ナ
ム
爆
撃
が
開
始
（
一
九
六
五
年
以
降
）
さ
れ
、
在
沖

米
軍
基
地
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
遂
行
の
前
進
中
継
基
地
、
兵
站
部
の

物
資
集
積
所
及
び
訓
練
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
と

り
わ
け
、
嘉
手
納
空
軍
基
地
に
は
大
型
給
油
機
Ｋ
Ｃ
135
が
配
備
さ

）
一
二
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

五
一

れ
一
九
六
八
年
二
月
以
降
、
Ｂ
52
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
ベ
ト

ナ
ム
向
け
、
直
接
発
進
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
Ｂ
52
撤
去
、
日
本
復
帰
運
動
（
沖
縄
返
還
運
動
）
が
高
ま
り
主

席
公
選
運
動
等
へ
と
高
揚
し
て
い
く
。

（
21
）　
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
三
二
〇
頁
、
資
料

２
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」

（
22
） 

“M
G

.O
rdinance N

um
ber 22, T

he L
aw

 C
oncerning the 

O
rganization of the G

unto G
overnm

ents, ”
 

同
布
告
は
一
八
一
条
に
及
ぶ
も
の
で
、
群
島
政
府
の
地
理
範
囲
、

行
政
管
轄
区
域
、
住
民
の
権
限
及
び
義
務
と
責
任
、
群
島
知
事
・

副
知
事
の
任
命
と
罷
免
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
立
法
、
司
法
・
裁

判
制
度
、
保
健
衛
生
、
労
働
・
福
祉
、
警
察
組
織
と
警
察
長
官
の

任
務
、
歳
入
と
予
算
、
基
金
制
度
、
地
方
自
治
等
々
、
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
条
ｃ
、
ｄ
で
宮
古
郡
島
と
八
重
山
群
島

の
小
島
境
界
が
緯
度
経
度
で
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
一
五
五
～
一
五
八

頁
塩
田
純
「
尖
閣
諸
島
と
日
中
外
交
」
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
四

月
一
三
日
、
九
五
～
九
六
頁

（
24
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
同
書
、
一
七
五
～
一
七
六
頁

ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
中
華
民
国
（
台
湾
）
政
府
に
対
し
て
、
ア

メ
リ
カ
が
尖
閣
諸
島
を
日
本
に
返
還
す
る
こ
と
を
公
式
に
伝
え
て

い
た
。
そ
れ
を
受
け
ア
メ
リ
カ
各
地
で
台
湾
留
学
生
の
デ
モ
騒
動

が
拡
大
し
、
沖
縄
返
還
の
妥
当
性
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

A
dm

inistration of the R
yukyu Islands ” 

こ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ

ワ
ー
大
統
領
の
「
琉
球
列
島
行
政
令
」
は
、
一
五
項
に
わ
た
っ
て

規
定
さ
れ
、
冒
頭
で
は
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
も
と
づ
き
領
海

を
含
め
領
土
に
関
し
て
行
政
・
立
法
・
司
法
の
権
限
の
す
べ
て
及

び
一
部
を
合
衆
国
が
行
使
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
第
八
項
で
、

琉
球
政
府
行
政
主
席
が
立
法
機
関
代
表
と
の
協
議
の
後
、
高
等
弁

務
官
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
　
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
「
尖
閣
問
題
の

起
源
」、
一
一
八
～
一
一
九
頁

沖
縄
の
返
還
は
、
交
渉
の
過
程
で
ア
メ
リ
カ
側
交
渉
チ
ー
ム
駐

日
主
席
公
使
の
ス
ナ
イ
ダ
―
（R

ichard L
. S

neider

）
と
シ
ュ

ミ
ッ
ツ
（C

harles A
. S

chm
itz

）
の
間
で
意
見
の
不
一
致
が

あ
っ
た
。
沖
縄
返
還
は
ア
メ
リ
カ
側
交
渉
チ
ー
ム
の
間
で
奄
美
諸

島
や
小
笠
原
諸
島
の
返
還
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
に
二
国
間
の
行
政
協

定
に
よ
る
か
、
正
式
な
条
約
に
よ
る
か
で
議
論
が
あ
っ
た
。
結
局
、

シ
ュ
ミ
ッ
ツ
の
主
張
す
る
条
約
案
が
選
択
さ
れ
、
国
務
省
は
小
笠

原
返
還
の
前
例
が
適
用
さ
れ
る
法
律
論
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
、

上
院
に
承
認
を
求
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。

（
20
） 

緑
間
栄
、
前
掲
論
文
、
一
六
頁

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
北
ベ
ト
ナ
ム
爆
撃
が
開
始
（
一
九
六
五
年
以
降
）
さ
れ
、
在
沖

米
軍
基
地
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
遂
行
の
前
進
中
継
基
地
、
兵
站
部
の

物
資
集
積
所
及
び
訓
練
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
と

り
わ
け
、
嘉
手
納
空
軍
基
地
に
は
大
型
給
油
機
Ｋ
Ｃ
135
が
配
備
さ

）
一
二
二
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

五
二

な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
実
施
の
た
め
の

特
殊
部
隊
が
あ
る
。
陸
軍
ア
ジ
ア
特
殊
活
動
軍
第
一
特
殊
部
隊

（
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
）、
空
軍
第
三
六
七
戦
略
航
空
団
（
Ｓ
Ｒ
71
戦

略
偵
察
機
、
Ｋ
Ｃ
135
給
油
機
）、
海
兵
隊
第
三
水
陸
両
用
部
隊

（
キ
ャ
ン
プ
・
コ
ー
ト
ニ
ー
）、
陸
軍
第
七
心
理
作
戦
部
隊
（
牧
港
）、

陸
軍
混
成
サ
ー
ビ
ス
・
グ
ル
ー
プ
、
陸
軍
太
平
洋
情
報
学
校
（
ズ

ケ
ラ
ン
）、
等
々
で
あ
る
。
返
還
協
定
で
は
、
こ
れ
ら
諸
部
隊
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
一
切
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
28
） 

我
部
政
明
「
日
米
安
保
を
考
え
直
す
」
講
談
社
現
代
新
書
、

二
〇
〇
二
年
五
月
二
〇
日
、
一
二
一
頁

（
29
） 

同
書
、
一
二
三
頁

（
30
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
二
〇
年
五
月
一
一
日
、

地
元
紙
に
は
最
直
近
の
五
月
九
日
に
領
海
侵
入
し
た
中
国
海
警

局
の
船
二
隻
が
領
海
外
側
の
接
続
水
域
に
出
た
と
報
じ
て
い
る
。

中
国
公
船
は
八
日
に
も
一
時
侵
入
し
、
尖
閣
周
辺
で
の
領
海
侵
入

は
三
日
連
続
、
今
年
一
〇
回
目
。
第
一
一
管
区
海
上
保
安
本
部
は
、

一
〇
日
接
続
水
域
で
も
中
国
海
警
局
の
別
の
船
二
隻
を
確
認
し
て

い
る
。

（
31
） 

斎
藤
道
彦
「
尖
閣
問
題
総
論
」
創
英
社
／
三
省
堂
書
店
、

二
〇
一
四
年
三
月
一
〇
日
、
九
二
頁

（
32
） 

同
書
、
八
九
頁

（
33
） 

同
書
、
一
一
八
頁

（
34
） 
平
成
二
九
年
版
「
防
衛
白
書
」、
一
一
八
頁

中
国
の
海
上
法
執
行
機
関
所
属
の
公
船
に
は
中
国
国
務
院
公
安

ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
す
中
国
人
の
間
で
は
日
本
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト

を
含
め
、
反
日
感
情
と
と
も
に
反
米
感
情
の
高
ま
り
が
予
想
さ
れ

た
。

（
25
） 
同
書
、
一
二
四
頁

（
26
） 

同
書
、
一
八
一
～
一
八
九
頁

ケ
ネ
デ
ィ
は
一
九
六
九
年
一
月
か
ら
七
一
年
一
月
、
財
務
長
官

を
務
め
た
後
、
無
任
所
の
大
使
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
ニ
ク
ソ
ン

大
統
領
は
当
時
、
日
本
と
の
間
に
繊
維
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
ケ

ネ
デ
ィ
大
使
の
提
案
は
台
湾
の
協
力
を
得
る
た
め
繊
維
問
題
で
取

引
を
行
い
、
引
き
換
え
に
尖
閣
諸
島
の
日
本
へ
の
引
渡
し
を
拒
否

し
よ
う
と
構
想
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
台
湾
は
日
本
と
同

様
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
繊
維
製
品
の
対
米
輸
出
規
制
の
問
題
が

あ
っ
た
。
同
時
に
、
台
湾
に
は
特
定
先
端
技
術
軍
事
製
品
（
Ｆ
─

４
戦
闘
機
）
の
提
供
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
台
湾
側
は
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
方
法
が
沖
縄
返
還
協
定
に
も
と
づ
く
尖
閣
諸
島
を
日

本
の
施
政
権
下
に
移
す
こ
と
を
取
り
や
め
る
こ
と
だ
と
確
信
し
て

い
た
。

（
27
） 

日
本
評
論
社
「
法
律
時
報
」
一
〇
月
号
、
昭
和
四
六
年
九
月

二
八
日
、
臨
時
増
刊
（
沖
縄
協
定
）

沖
縄
返
還
協
定
は
沖
縄
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
極
東
向
け
の
戦
略

的
謀
略
放
送
Ｖ
Ｏ
Ａ
（V

oice of A
m

erica, 

ア
メ
リ
カ
国
務
省
が

行
う
世
界
各
局
向
け
海
外
放
送
で
、
一
九
四
二
年
発
足
。
海
外

一
一
か
所
に
あ
る
海
外
中
継
基
地
の
一
つ
）
の
存
続
を
み
と
め
て

い
る
し
、
台
湾
と
の
軍
事
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
存
在
も
明
ら
か
に

）
一
二
一
（

尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

五
三

れ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
多
く
の
国
が
二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
法

や
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
法
と
い
う
名
の
国
内
立
法
を
作
っ
て

い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
紆
余

曲
折
し
た
議
論
を
経
て
、
一
九
八
二
年
に
国
連
海
洋
法
条
約
が
成

立
し
た
。

（
41
） 

日
暮
高
則
「
沖
縄
を
狙
う
中
国
の
野
心
」
祥
伝
社
、

二
〇
〇
七
年
一
月
五
日
、
五
七
～
五
八
頁

日
本
は
一
九
九
六
年
国
連
海
洋
法
条
約
を
批
准
し
た
の
を
受
け

て
国
内
法
（
海
洋
法
）
二
〇
〇
海
里
説
、（
距
岸
距
離
説
）
を
採
用
、

そ
の
年
の
六
月
に
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法

律
」
を
制
定
し
た
。

（
42
） 

孫
崎
享
「
日
本
の
国
境
問
題
」
ち
く
ま
書
房
、
二
〇
一
一
年

五
月
一
〇
日
、
八
四
～
八
五
頁

（
43
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
九
一
～
九
五
頁

一
九
七
〇
年
九
月
二
日
、
中
華
民
国
の
国
粋
主
義
者
た
ち
が
台

湾
水
産
試
験
場
の
船
で
魚
釣
島
に
上
陸
し
中
華
民
国
旗
、
い
わ
ゆ

る
青
天
白
日
満
地
紅
旗
を
立
て
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
旗
ポ
ー
ル

の
土
台
の
岩
石
に
「
万
歳
蒋
介
石
」
な
ど
国
府
を
支
持
す
る
文
言

を
記
し
た
。
そ
の
後
、
米
国
民
政
府
か
ら
指
示
さ
れ
た
琉
球
政
府

は
、
中
華
民
国
国
旗
を
回
収
し
、
そ
の
時
周
辺
に
い
た
台
湾
船
に

こ
の
海
域
か
ら
退
去
す
る
よ
う
警
告
を
発
し
、
写
真
を
撮
影
し
て

い
る
。
回
収
さ
れ
た
国
旗
は
石
垣
島
か
ら
那
覇
に
移
送
さ
れ
、
屋

良
主
席
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
撤
去
し
た
国
旗
の
保
管

に
問
題
が
生
じ
る
が
、
台
湾
国
旗
は
駐
台
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の

部
「
海
警
」、
国
土
資
源
部
国
家
海
洋
局
「
海
監
」、
農
業
部
漁
業

局
「
漁
政
」、
交
通
運
輸
部
海
事
局
「
海
巡
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
〇
一
三
年
三
月
、「
海
巡
」
を
除
く
こ
れ
ら
四
つ
の
機
関
を
統
合

し
、
新
た
に
国
家
海
洋
局
と
し
て
再
編
、「
中
国
海
警
」（「
海
警
」）

の
名
称
に
よ
り
実
施
方
針
が
決
定
さ
れ
、
同
年
七
月
、
中
国
海
警

局
が
正
式
に
発
足
し
た
。
但
し
、「
海
警
」
は
二
〇
一
八
年
軍
最
高

指
導
機
関
の
中
央
軍
事
委
員
会
の
指
揮
下
に
あ
る
武
装
警
察
に
編

入
さ
れ
た
。
ト
ッ
プ
に
海
軍
少
将
が
就
き
「
第
二
海
軍
」
と
も
呼

ば
れ
る
。

（
35
） 

同
書
、
一
二
二
頁

（
36
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
六
日

（
37
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
一
日

（
38
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
二
〇
年
三
月
二
四
日

（
39
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
一
日

（
40
） 

芦
田
健
太
郎
、
前
掲
書
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁

国
際
連
合
は
一
九
五
八
年
、
第
Ⅰ
次
国
連
海
洋
法
会
議
を
開
催

し
、
い
わ
ゆ
る
領
海
条
約
、
公
海
条
約
、
漁
業
保
存
条
約
、
大
陸

棚
条
約
四
つ
の
海
洋
法
条
約
を
採
択
し
た
。
前
二
者
が
慣
習
法
の

法
典
化
で
あ
り
、
後
二
者
が
新
事
態
に
対
応
す
る
新
国
際
立
法
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
漁
業
上
の
利
害
対
立
で
領
海
の
幅
を
決
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
六
〇
年
の
第
二
次
国
連
海
洋
法
会
議
も
失
敗
に

終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
八
年
国
連
海
底
平
和
利
用
委
員
会

が
設
け
ら
れ
る
な
ど
海
洋
法
の
全
面
的
な
見
直
し
が
始
ま
り
、

二
〇
〇
海
里
領
海
、
領
海
外
の
排
他
的
経
済
水
域
な
ど
が
提
案
さ

）
一
二
二
（



尖
閣
諸
島
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
中
立
政
策
（
山
城
）

五
三

れ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
多
く
の
国
が
二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
法

や
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
法
と
い
う
名
の
国
内
立
法
を
作
っ
て

い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
紆
余

曲
折
し
た
議
論
を
経
て
、
一
九
八
二
年
に
国
連
海
洋
法
条
約
が
成

立
し
た
。

（
41
） 

日
暮
高
則
「
沖
縄
を
狙
う
中
国
の
野
心
」
祥
伝
社
、

二
〇
〇
七
年
一
月
五
日
、
五
七
～
五
八
頁

日
本
は
一
九
九
六
年
国
連
海
洋
法
条
約
を
批
准
し
た
の
を
受
け

て
国
内
法
（
海
洋
法
）
二
〇
〇
海
里
説
、（
距
岸
距
離
説
）
を
採
用
、

そ
の
年
の
六
月
に
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法

律
」
を
制
定
し
た
。

（
42
） 

孫
崎
享
「
日
本
の
国
境
問
題
」
ち
く
ま
書
房
、
二
〇
一
一
年

五
月
一
〇
日
、
八
四
～
八
五
頁

（
43
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、
九
一
～
九
五
頁

一
九
七
〇
年
九
月
二
日
、
中
華
民
国
の
国
粋
主
義
者
た
ち
が
台

湾
水
産
試
験
場
の
船
で
魚
釣
島
に
上
陸
し
中
華
民
国
旗
、
い
わ
ゆ

る
青
天
白
日
満
地
紅
旗
を
立
て
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
旗
ポ
ー
ル

の
土
台
の
岩
石
に
「
万
歳
蒋
介
石
」
な
ど
国
府
を
支
持
す
る
文
言

を
記
し
た
。
そ
の
後
、
米
国
民
政
府
か
ら
指
示
さ
れ
た
琉
球
政
府

は
、
中
華
民
国
国
旗
を
回
収
し
、
そ
の
時
周
辺
に
い
た
台
湾
船
に

こ
の
海
域
か
ら
退
去
す
る
よ
う
警
告
を
発
し
、
写
真
を
撮
影
し
て

い
る
。
回
収
さ
れ
た
国
旗
は
石
垣
島
か
ら
那
覇
に
移
送
さ
れ
、
屋

良
主
席
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
撤
去
し
た
国
旗
の
保
管

に
問
題
が
生
じ
る
が
、
台
湾
国
旗
は
駐
台
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の

部
「
海
警
」、
国
土
資
源
部
国
家
海
洋
局
「
海
監
」、
農
業
部
漁
業

局
「
漁
政
」、
交
通
運
輸
部
海
事
局
「
海
巡
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
〇
一
三
年
三
月
、「
海
巡
」
を
除
く
こ
れ
ら
四
つ
の
機
関
を
統
合

し
、
新
た
に
国
家
海
洋
局
と
し
て
再
編
、「
中
国
海
警
」（「
海
警
」）

の
名
称
に
よ
り
実
施
方
針
が
決
定
さ
れ
、
同
年
七
月
、
中
国
海
警

局
が
正
式
に
発
足
し
た
。
但
し
、「
海
警
」
は
二
〇
一
八
年
軍
最
高

指
導
機
関
の
中
央
軍
事
委
員
会
の
指
揮
下
に
あ
る
武
装
警
察
に
編

入
さ
れ
た
。
ト
ッ
プ
に
海
軍
少
将
が
就
き
「
第
二
海
軍
」
と
も
呼

ば
れ
る
。

（
35
） 

同
書
、
一
二
二
頁

（
36
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
六
日

（
37
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
一
日

（
38
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
二
〇
年
三
月
二
四
日

（
39
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
一
日

（
40
） 

芦
田
健
太
郎
、
前
掲
書
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁

国
際
連
合
は
一
九
五
八
年
、
第
Ⅰ
次
国
連
海
洋
法
会
議
を
開
催

し
、
い
わ
ゆ
る
領
海
条
約
、
公
海
条
約
、
漁
業
保
存
条
約
、
大
陸

棚
条
約
四
つ
の
海
洋
法
条
約
を
採
択
し
た
。
前
二
者
が
慣
習
法
の

法
典
化
で
あ
り
、
後
二
者
が
新
事
態
に
対
応
す
る
新
国
際
立
法
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
漁
業
上
の
利
害
対
立
で
領
海
の
幅
を
決
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
六
〇
年
の
第
二
次
国
連
海
洋
法
会
議
も
失
敗
に

終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
八
年
国
連
海
底
平
和
利
用
委
員
会

が
設
け
ら
れ
る
な
ど
海
洋
法
の
全
面
的
な
見
直
し
が
始
ま
り
、

二
〇
〇
海
里
領
海
、
領
海
外
の
排
他
的
経
済
水
域
な
ど
が
提
案
さ

）
一
二
二
（



政
経
研
究

　第
五
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）

五
四

す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
組
織
」（
沖
縄
大
百
科
事
典
、
下
一
一
七

頁
）。
日
本
政
府
と
ア
メ
リ
カ
政
府
間
の
安
全
保
障
、
防
衛
問
題
を

め
ぐ
る
協
議
機
関
で
あ
る
。
日
本
国
代
表
は
外
務
省
北
米
局
長
、

米
国
代
表
は
在
日
米
軍
司
令
部
参
謀
長
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

複
数
の
代
理
代
表
お
よ
び
職
員
団
を
と
も
な
う
。
沖
縄
と
の
関
係

で
い
う
と
、
米
軍
基
地
と
関
連
し
た
多
く
の
問
題
、
例
え
ば
、
軍

事
演
習
に
よ
る
被
害
の
問
題
、
基
地
の
返
還
や
返
還
後
の
跡
地
利

用
の
問
題
、
基
地
の
存
在
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
地
域
開
発
の
問

題
等
々
多
岐
に
わ
た
る
。
合
同
委
員
会
の
発
足
時
期
は
日
米
地
位

協
定
締
結
の
時
期
と
一
致
し
な
い
。
日
米
地
位
協
定
に
法
的
根
拠

を
も
つ
が
、
そ
の
発
足
は
連
合
軍
占
領
時
代
の
末
期
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
組
織
で
あ
る
。

（
52
） R

obert D
. E

ldridge, Ibid
., p-232

ト
ー
マ
ス
参
事
官
か
ら
外
交
部
雷
愛
玲
北
美
司
副
司
長
に
手
渡
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
尖
閣
諸
島
に
中
華
民
国
国
旗
を
掲
げ
よ
う
と
い

う
試
み
は
何
度
も
あ
り
直
近
で
は
二
〇
一
二
年
四
月
に
起
き
て
い

る
。

（
44
） 

同
書
、
一
二
八
～
一
二
九
頁

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
国
務
省
報
道
官
マ
ッ
ク
ロ
ス
キ
ー
（R

obert 
M

. M
cC

oskey
）
が
一
九
七
〇
年
、
記
者
会
見
で
ア
メ
リ
カ
の
立

場
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
時
に
答
え
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
は

あ
く
ま
で
中
立
の
立
場
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
の
中
立
の
立
場
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そ
の
後
、
何
度
も
繰
り
返
し
表
明
さ
れ

て
い
る
。
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八
八

ジョン・ステュアート・ミル
『代議制統治論』自筆草稿
─第8章と第 9章（翻刻）─

川　又　　　祐
吉　野　　　篤
荒　井　祐　介

トーマス・ロックリー

日本大学図書館法学部分館（法学部図書館）は、ジョン・ステュアー

ト・ミル（John	Stuart	Mill.	1806-1873）の『代議制統治論』自筆草稿を

所蔵している。私たち著者は、前稿に引き続き、本草稿の翻刻に取り

組んでいる。本稿で翻刻されるのは、『代議制統治論』第 8章と第 9章

である。

翻刻に際して、翻刻文に下線が引かれているものは、ミル本人よっ

て下線が引かれていることを表している。翻刻文に五重の下線が引か

れているものは、私たちが翻刻できなかったものを、灰色に着色され

ているものは、いまだその翻刻に確信が持てないものを表している。

（　）で示された部分はミルによるもの、［　］で示された部分は、筆者

たちが補ったものである。

凡例
下　　線：ミル本人によって引かれた線
五重下線：筆者たちが翻刻できなかった単語
灰色部分：翻刻に確信が持てない単語
（　　）	：ミル本人が記したもの
［　　］	：筆者たちが補ったもの
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